
母
后
の
内
裏
居
住
と
王
権

東

海

林

亜

矢

子

は

じ

め

古
代
の
都
城
(
宮
)
の
研
究
は
、
近
年
の
発
掘
調
査
の
成
果
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
平
城
宮
を
筆
頭
に
大
き
く
進
風
し
て
い
る
。
中
で
も
宮

内
の
建
物
の
変
漉
や
賠
技
法
か
ら
は
主
権
の
在
り
方
の
変
化
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
元
来
、
官
外
に
住
み
独
立
性
の
強
い
家
政
機

関
や
財
産
を
持
ち
国
政
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
皇
后
は
、
奈
良
末
に
な
る
と
そ
の
居
所
が
宮
内
に
取
ち
込
ま
れ
た
(
「
皇
后
宮
の
退
転
」
)
。
こ

れ
に
よ
り
皇
后
の
組
織
は
天
皇
の
そ
れ
に
取
り
込
ま
れ
、
自
立
性
を
失
っ
た
皇
后
の
地
位
は
低
下
し
た
と
い
日
。
一
方
、
平
安
時
代
初
め
に

起
こ
っ
た
薬
子
の
変
を
き
っ
か
け
に
、
天
皇
と
同
じ
宮
に
住
ん
で
い
た
太
上
天
皇
が
宮
外
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
太
上
天
皇
が
こ
れ

ま
で
「
も
う
一
人
の
天
皇
」
と
し
て
握
っ
て
い
た
統
治
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
と
い
列
。
こ
う
し
て
太
上
天
皇
を
宮
外
に
出
し
太

政
官
組
織
か
ら
切
り
離
し
、
逆
に
皇
后
は
宮
内
後
宮
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
一
偶
者
か
ら
共
同
統
治
者
と
し
て
の
権
力
を
奪
い
、
王
様
の
所
夜
を

天
皇
に
集
中
さ
せ
た
こ
と
と
対
応
し
て
出
来
上
が
引
た
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
く
知
る
平
安
宮
大
内
裏
お
よ
び
内
楽
の
プ
ラ
ン
で
あ
る
む

そ
の
後
、
さ
ら
に
天
皇
や
后
や
皇
太
子
な
ど
の
居
住
の
仕
方
に
変
化
が
起
こ
る
こ
と
も
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
居
所
が
全
体
的
に

見
れ
ば
仁
寿
殻
か
ら
清
涼
殿
に
移
る
こ
と
、
后
の
居
所
が
常
寧
殿
か
ら
弘
徽
殿
や
飛
香
舎
(
藤
査
)
に
移
る
こ
と
、
九
世
紀
後
半
以
降
、
母

后
が
天
皇
と
共
に
内
裏
に
住
む
よ
う
に
な
る
こ
と
も
多
く
の
先
学
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
十
世
紀
前
半
に
皇
太
子
居
所
が
内
裏
外
の
東

母附の内裏居住と王権47 



宮
か
ら
内
裏
内
へ
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
状
で
は
そ
れ
ら
の
事
実
を
統
合
し
た
上
で
の
后
の
居
所
の
考
察
は
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、

平
安
初
期
か
ら
中
期
の
花
山
朝
に
か
け
て
、
后
を
は
じ
め
天
皇
、
太
上
天
皇
、
皇
太
子
、
皇
子
女
な
ど
の
居
住
場
所
に
つ
い
て
詳
細
に
史
料
を

(6) 

お
い
、
后
と
そ
の
夫
や
子
と
の
関
係
を
検
討
し
た
い
。
そ
し
て
こ
れ
を
通
じ
て
、
王
権
内
に
お
け
る
后
の
地
位
や
役
割
の
変
化
解
明
の
一
端

に
せ
ま
り
た
い
。
さ
ら
に
は
い
わ
ゆ
る
摂
関
政
治
と
い
う
政
治
形
態
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
解
答
を
見
出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
文
末
に
内
裏
図
、
主
要
人
物
の
居
所
対
照
表
等
を
か
か
げ
た
の
で
、
適
宜
、
参
照
さ
れ
た
い
。

第
一
章

天
皇
と
妻
后
の
時
代

ー
嵯
峨
朝
1
仁
明
朝

平
安
時
代
最
初
の
妻
后
を
立
て
た
嵯
峨
天
皇
は
、
中
国
的
な
天
皇
皇
后
の
男
女
役
割
分
担
を
導
入
、
皇
后
宮
職
を
縮
小
・
改
編
し
、
天
皇

と
共
同
統
治
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
后
の
権
能
H
后
権
を
、
後
宮
を
統
率
す
る
権
能
、
も
し
く
は
天
皇
親
祭
を
助
け
る
権
能
を
中
心
と

す
る
も
の
へ
と
変
化
さ
せ
た
。
こ
の
嵯
峨
朝
に
お
い
て
、
「
退
転
」
し
た
皇
后
宮
を
組
み
込
み
、
天
皇
の
た
め
の
空
間
を
支
え
る
付
属
的
空
間

と
し
て
の
後
宮
部
分
が
出
来
上
が
っ
た
と
言
わ
れ
る

)
O

つ
ま
り
平
安
宮
内
裏
に
お
い
て
後
宮
及
び
後
宮
の
住
人
は
天
皇
に
従
属
す
る
も
の
と

し
て
の
位
置
付
け
が
は
っ
き
り
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
天
皇
居
所
は
基
本
的
に
内
裏
仁
寿
殿
、
そ
し
て
皇
后
(
妻
后
)
居
所
は
常
寧
殿

で
あ
る
。
内
裏
図
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
常
寧
殿
は
、
内
裏
の
中
心
線
上
に
位
置
し
紫
寝
殿
や
仁
寿
殿
の
真
北
に
あ
る
、
皇
后
の
公
的

執
務
室
と
居
室
の
役
割
を
あ
わ
せ
も
つ
後
宮
正
殿
で
あ
っ
た
。

実
は
嵯
峨
妻
后
橘
嘉
智
子
の
殿
舎
を
直
接
明
示
す
る
史
料
は
な
い
。
し
か
し
、
『
延
喜
中
宮
式
」
御
臆
条
に
は
「
西
廊
殿
」
と
い
う
名
称
の

殿
舎
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
嵯
峨
朝
弘
仁
九
年
(
八
一
八
)
の
殿
閣
改
号
以
前
の
呼
び
名
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
条
は
「
弘
仁
式
』
に

あ
っ
た
も
の
に
違
い
な
く
、
こ
の
儀
礼
を
行
な
っ
て
い
た
人
物
は
同
六
年
に
立
后
し
た
皇
后
嘉
智
子
に
特
定
で
き
る
。
「
西
廊
殿
」
が
あ
る
と
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い
う
こ
と
は
「
東
蕗
殿
」
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
左
右
に
脇
殿
を
持
つ
後
宮
殿
舎
は
常
寧
殿
し
か
あ
り
え
な
い
。
常
寧
殿
は
嘉
智
子
当
時
か
ら
皇

岳
居
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
次
の
淳
和
朝
の
妻
口
組
正
予
内
親
王
も
同
じ
く
常
寧
殿
を
居
所
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
む

淳
利
朝
に
お
い
て
、
今
上
の
兄
の
妻
と
い
う
立
場
で
あ
る
泉
太
一
砧
橘
嘉
智
子
は
夫
嵯
峨
太
上
天
患
と
共
に
大
内
裏
外
の
冷
然
誌
を
居
所
と
し
、

所
作
品
の
皇
太
子
正
長
親
王
は
大
内
裏
内
の
東
官
を
賠
所
と
し
た
。
嘉
智
子
は
仁
明
朝
で
は
今
上
母
后
で
あ
る
が
、
夫
山
朋
郷
後
も
や
は
り
大
内
裏

外
の
冷
熱
院
や
嵯
蟻
院
に
住
む
。
仁
明
朝
に
お
い
て
今
上
の
お
じ
で
あ
る
淳
和
太
上
天
皇
と
そ
の
妻
皇
太
后
正
子
内
親
王
は
皇
太
子
恒
貞
親
王

(
東
宮
在
住
)
の
父
母
で
占
め
る
が
、
や
は
り
大
内
裏
外
の
淳
和
院
を
居
所
と
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
天
皇
は
内
裏
仁
寿
殿
に
、
妻
后
は
内
裏
常
寧
殿
に
住
み
、
皇
太
子
は
大
内
裏
内
で
内
裏
外
の
東
宮
、
太
上
天
皇

と
そ
の
妻
后
は
大
内
裏
外
に
住
む
と
い
う
毘
住
形
態
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
居
住
の
基
本
は
夫
婦
に
あ
り
、
天
皇
も
皇
太
子
も
決
し
て
父
院

(
父
天
皇
)
や
母
貯
と
同
賭
す
る
こ
と
は
な
か
づ
た
。
ま
た
、
嵯
峨
の
と
き
に
、
識
位
は
前
も
引
で
大
内
楽
外
へ
選
御
し
て
行
な
う
こ
と
が
儀

式
化
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
一
瞬
た
り
と
て
先
帝
が
内
裏
に
い
る
こ
と
を
避
け
、
王
権
の
主
体
を
明
確
化
す
る
た
め
と
い
わ
れ
る
。
薬
子
の
変
を

(
M
H
)
 

き
っ
か
け
に
し
て
、
先
立
軍
は
内
裏
へ
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
不
文
律
が
で
き
た
こ
と
は
先
学
の
指
掃
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

時
期
に
父
母
権
を
可
視
的
に
表
現
す
る
朝
義
行
幸
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
天
皇
家
内
部
に
お
け
る
父
母
子
秩
序
が
確
立

し
、
太
上
天
皇
は
家
父
長
と
し
て
天
皇
の
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
あ
く
ま
で
天
皇
の
み
が
吾
官
を
統
率
し
内
裏
に
お
い

て
日
常
的
一
穀
政
務
を
行
な
う
め
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
を
象
殺
す
る
内
裏
と
い
う
場
の
「
唯
一
の
主
人
」
と
な
っ
た
の
で
あ
(UO

先
帝
后
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
現
天
息
の
尊
属
と
し
て
天
農
家
内
部
に
お
い
て
は

の
上
殺
に
位
麗
し
、
朝
銀
行
幸
で
は
拝
礼
を
受

け
る
立
場
の
母
后
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
先
帝
活
は
所
生
天
皇
と
同
居
で
き
な
か
っ
た
。
后
に
つ
い
て
も
、
夫
の
譲
位
直
前

に
夫
と
共
に
大
内
裏
外
の
後
院
へ
遷
備
し
、
そ
れ
以
降
は
内
裏
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
大
原
則
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
中
国
的
男
女
役
割
観
を
重
視
し
た
嵯
峨
天
皇
に
よ
り
、
内
裏
に
お
け
る
居
住
形
態
の
基
本
が
親
子
関
係
で
は
な
く
夫
婦
関
係
に
お
か
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
光
明
皇
太
后
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
先
帝
の
后
も
王
権
の
主
体
を
天
皇
に
一
本
化
さ
せ
る
際
の
妨
げ
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に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
意
味
し
よ
う
。
先
帝
の
内
裏
不
参
入
に
付
随
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
先
帝
后
の
み
で
あ
っ
て
も
決

し
て
内
裏
へ
は
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
仁
明
朝
に
内
裏
修
造
の
た
め
冷
然
院
が
仮
内
裏
と
な
っ
た
時
の
事
情
を
見
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。

承
和
九
年
(
八
四
二
)
四
月
十
一
日
、
内
裏
修
造
の
た
め
、
天
皇
や
皇
太
子
ら
は
冷
然
院
に
遷
御
し
た
。
天
皇
の
父
母
で
あ
る
嵯
峨
太
上
天

皇
・
太
皇
太
后
橘
嘉
智
子
は
嵯
峨
院
に
い
た
が
、
七
月
十
五
日
、
嵯
峨
は
崩
御
す
る
。
や
が
て
十
一
月
十
七
日
、
天
皇
は
内
裏
に
還
御
す
る
が
、

ま
も
な
く
十
二
月
五
日
に
嘉
智
子
が
嵯
峨
院
か
ら
冷
然
院
に
還
御
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
我
が
子
で
あ
る
仁
明
天
皇
が
冷
然
院
か

ら
い
な
く
な
る
の
を
待
つ
て
の
還
御
で
あ
る
。
嘉
智
子
は
こ
の
仮
内
裏
中
に
起
き
た
承
和
の
変
に
お
い
て
も
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
権
力
者
の

一
人
と
言
わ
れ
、
ま
た
仁
明
に
は
妻
后
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
母
后
が
天
皇
と
同
居
す
る
こ
と
は
一
時
的
に
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

母
后
は
先
帝
と
共
に
、
仮
内
裏
を
含
め
天
皇
の
住
ま
う
場
か
ら
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
内
裏
の
中
心
は
現
天
皇
お
よ
び

そ
の
妻
后
の
み
で
あ
る
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
一
方
で
、
仁
明
朝
に
お
い
て
は
天
皇
居
所
は
清
涼
殿
で
あ
り
、
ま
た
妻
后
が
立
て
ら

れ
な
か
っ
た
た
め
に
常
寧
殿
が
本
来
の
目
的
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

第
一
一
章

ー
文
徳
朝
1
醍
醐
朝
前
半

天
皇
と
母
后
の
時
代

第

節

内
裏
外
に
お
け
る
天
皇
母
后
の
同
居
開
始

①
 文

徳
天
皇
の
治
世
約
八
年
半
お
よ
び
清
和
天
皇
の
治
世
前
半
の
七
年
問
、
天
皇
居
所
は
内
裏
に
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

目
崎
徳
衛
氏
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
文
徳
天
皇
と
外
戚
藤
原
良
房
の
聞
に
「
隠
微
な
が
ら
相
当
な
摩
擦
・
対
立
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
さ

文
徳
朝
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れ
て
い
説
。
実
は
こ
の
間
関
に
居
住
形
態
に
お
い
て
大
き
な
変
化
が
生
ま
れ
た
。
仮
内
裏
に
お
い
て
天
皇
と
生
母
の
同
居
が
開
始
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
以
下
、
詳
し
く
見
て
い
く
。

文
徳
天
皇
は
嘉
持
三
年
(
八
五

O
)
一
一
一
月
、
践
辞
し
た
口
と
き
に
一
一
十
四
歳
で
あ
る
。
父
仁
明
天
皇
崩
御
の
と
き
は
内
裏
清
涼
殿
上
に
侍
っ

て
い
た
が
、
ま
も
な
く
東
宮
雅
践
に
還
御
し
、
こ
の
後
約
一
一
一
年
間
、
東
宮
を
府
所
と
し
た
。
つ
い
で
文
徳
は

一
一
年
(
八
五

(
印
)

内
裏
内
の
梨
下
院
へ
還
御
す
る
。
一
史
に
翌
斉
衡
元
年
四
月
、
冷
然
践
に
遷
御
、
こ
こ
で
崩
御
ま
で
の
四
年
関
を
過
ご
す
。
天
皇
が
治
世
中
一

度
も
内
裏
に
住
ま
な
か
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

)
一
一
月
に
大

文
徳
朝
の
皇
太
子
は
、
文
徳
践
一
昨
直
後
に
誕
生
し
、
生
後
八
ヶ
月
で
立
太
子
さ
れ
た
惟
仁
で
あ
る
。
初
の
乳
幼
児
の
皇
太
子
で
あ
っ
た
。
当

時
、
仮
内
裏
は
東
宮
で
あ
っ
た
が
、
皇
太
子
も
ま
た
東
宮
を
居
所
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
冷
然
院
が
仮
内
裏
で
あ
っ
た
時
も
皇
太
子

居
所
が
向
院
内
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
文
徳
山
崩
御
の
二
日
後
に
あ
た
る
天
安
ニ
年
(
八
五
八
〉
八
月
二
十
九
日
に
皇
太
子
(
新
天
皇
清
和
)
が
冷

(
幻
)

然
院
か
ら
東
宮
に
選
獅
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
巣
太
子
生
母
で
あ
る
女
御
明
子
は
天
息
と
と
も
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
つ
ま
り
、

所
生
子
と
内
裏
外
と
は
い
え
同
居
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
皇
太
子
が
父
母
と
同
じ
御
所
に
居
住
し
た
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

文
徳
生
母
の
順
子
は
文
徳
即
位
式
に
お
い
て
皇
太
夫
人
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
厳
密
に
は
夫
人
と
い
う
臣
下
の
地
位
で
は
あ
る
が
、
后

の
附
属
議
司
で
あ
る
中
宮
職
が
設
置
さ
れ
基
本
的
に
后
の
一
員
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
前
代
ま
で
同
議
、
天
皇
と
同
居
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
東
宮
仮
内
裏
時
当
初
は
東
五
条
院
に
選
っ
て
い
る
口
次
に
仁
寿
二
年
正
月
三
日
の
朝
劃
記
事
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
頼
子

は
冷
熱
誌
に
い
た
。
天
皇
が
梨
下
院
を
居
所
と
し
て
い
た
聞
の
順
子
の
居
所
は
不
明
で
あ
る
が
、
斉
衡
元
年
(
八
五
四
)
正
月
二
十
八
日
に
朝

親
行
本
が
行
な
わ
れ
て
い
る
た
め
、
架
下
院
以
外
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
引
き
続
き
冷
然
院
を
賠
所
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

既
述
の
よ
う
に
文
徳
天
皇
は
こ
の
年
の
四
月
か
ら
天
安
二
年
八
月
の
崩
御
ま
で
の
四
年
間
、
冷
然
院
を
居
所
と
す
る
。
こ
の
間
の
母
后
顕
子

の
居
所
を
一
不
す
史
料
は
な
い
。
文
徳
麗
御
持
に
東
五
条
宮
に
い
た
こ
と
辻
確
か
で
あ
る
が
(
後
述
)
、
い
つ
冷
然
践
を
出
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
。
そ
こ
で
行
幸
に
注
自
し
て
み
る
と
、
文
徳
天
皇
の
冷
然
民
遷
御
以
前
は
、
西
年
で
二
回
も
し
く
は
三
回
、
母
活
居
所
へ
の
行
幸
記
事
が
あ
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る
の
問
、
遷
御
後
は
一
例
も
な
い
。
前
代
の
仁
明
朝
で
は
在
位
十
七
年
間
中
、
三
カ
年
以
外
は
毎
年
、
朝
親
を
含
め
母
后
居
所
へ
の
行
幸
が

見
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
文
徳
冷
然
院
遷
御
後
の
四
年
間
、
行
幸
記
事
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
こ
と
か
ら
断
定
す
る
の
は
困

(
担
)

難
で
あ
る
が
、
仮
内
裏
と
い
う
状
況
下
で
天
皇
と
母
后
が
同
居
し
て
い
た
可
能
性
は
か
な
り
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
順
子
が
皇
太
夫

人
か
ら
皇
太
后
に
な
り
正
式
な
「
后
」
と
な
っ
た
の
が
天
皇
の
冷
然
院
選
御
直
後
で
あ
っ
た
こ
と
も
気
に
な
る
し
、
当
時
、
従
来
の
慣
例
を
破

っ
て
皇
太
子
と
そ
の
父
母
が
同
居
し
て
い
た
こ
と
も
補
足
材
料
に
な
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
文
徳
朝
は
、
天
皇
居
所
が
内
裏
外
で
あ
る
と
い
う
特
殊
な
状
況
の
も
と
で
、
天
皇
と
皇
太
子
と
皇
太
子
生
母
(
女
御
)
が
同

居
し
て
い
た
初
例
で
あ
っ
た
。

一
方
、
天
皇
と
母
后
は
少
な
く
と
も
治
世
前
半
は
同
居
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
後
半
は
一
時
的
に
せ
よ
、
同
居

し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

② 

清
和
朝
前
半

清
和
朝
は
貞
観
七
年
(
八
六
五
)
ま
で
の
七
年
間
、
大
内
裏
内
の
東
宮
を
仮
内
裏
と
し
て
い
た
。
こ
の
期
間
の
天
皇
祖
母
順
子
、
生
母
明
子

を
中
心
に
検
討
す
る
。
皇
太
子
は
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。

清
和
天
皇
は
文
徳
崩
御
の
二
日
後
、
冷
然
院
か
ら
東
宮
へ
遷
御
す
る
。
こ
の
遷
御
に
あ
た
っ
て
皇
太
后
順
子
は
東
五
条
宮
か
ら
前
も
っ
て
冷

然
院
に
入
り
、
九
歳
の
新
帝
と
同
興
し
て
東
宮
入
り
し
た
。
ま
た
即
位
儀
に
お
い
て
大
極
殿
高
御
座
の
東
帳
幕
後
方
の
御
座
に
つ
き
天
皇
を

擁
護
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
輿
も
大
極
殿
御
座
に
つ
く
こ
と
も
后
に
し
か
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
い
ま
だ
女
御
位
の
生
母
明
子

に
は
不
可
能
で
あ
り
、
后
位
に
あ
る
祖
母
順
子
が
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
九
歳
の
幼
帝
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
公
的
な
場
に
お
け
る
擁
護

以
外
に
も
日
常
的
・
生
活
上
の
介
添
え
が
必
要
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
仮
に
文
徳
朝
に
お
い
て
一
時
的
に
せ
よ
所
生
天
皇
と
の
同
居
が
行
な
わ

れ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
祖
母
后
順
子
の
同
居
は
な
お
さ
ら
た
や
す
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
順
子
は
八
ヶ
月
間
東
宮
に
滞
在
し
た
後
、
弟
右
大
臣
良

相
の
西
京
三
条
第
を
経
て
東
五
条
宮
に
還
御
し
、
以
後
、
こ
こ
を
居
所
と
し
た
。
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母
女
鍔
明
子
は
清
和
の
部
位
式
で
皇
太
夫
人
に
立
て
ら
れ
、
さ
ら
に
貞
観
六
年
の
天
皇
一
克
服
に
よ
り
皇
太
后
と
去
る
。
清
和
と
同
じ
東
宮
に

住
ん
で
い
た
こ
と
は
「
三
代
実
諒
』
同
八
年
十
一
月
十
七
日
条
に
「
皇
太
后
遷
レ
自
二
東
宮
一
、
調
二
営
寧
殿
一
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。
明
子
は
、
選
く
と
も
顕
子
が
東
宮
を
出
た
貞
観
元
年
四
月
に
は
東
宮
に
選
制
御
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
皇
太
夫
人
と
し
て
「
岳
」
と
な

と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

?
た
明
子
は
所
生
天
山
拾
を
擁
護
し
間
賠
す
る

明
子
岩
所
は
東
宮
内
の
北
殿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
喚
一
一
左
右
近
衛
楽
人
於
北
殿
東
庭
一
奏
ニ
音
楽
一
。
中
宮
(
明
子
)
別
賜
ニ
中
将

以
下
近
衛
以
上
御
衣
並
布
一
各
喜
レ
差
c
」
と
い
う
記
事
か
ら
推
測
で
き
る
。
前
年
に
北
殿
で
息
災
法
が
修
さ
れ
た
の
も
明
子
の
た
め
で
あ
ろ

(ぬ〉う
。
北
殻
が
東
宮
内
に
あ
る
こ
と
は
、
『
延
喜
春
宮
坊
式
』
が
載
せ
る
東
宮
内
殿
舎
の
中
に
そ
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
間
違
い
な
い
。
一

方
、
東
宮
内
殿
に
お
い
て
は
、
最
勝
会
論
義
や
潅
仏
会
、
仏
名
会
な
ど
、
天
皇
居
所
で
行
な
わ
れ
る
べ
き
儀
が
操
り
返
し
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

清
和
は
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
殿
・
内
殿
(
中
殿
〉
・
北
殿
は
、
そ
の
名
称
か
ら
類
推
す
る
に
内
裏
の
紫
寝
殿
*
仁
寿
殿
・
常

事
殿
と
向
様
の
位
韓
関
係
に
あ
ち
、
役
割
も
同
じ
だ
ウ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
か
ら
す
る
と
、
内
楽
入
御
後
に
母
胎
が
常
寧
殿
に
住

ま
う
こ
と
の
下
地
が
あ
る
程
度
で
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
文
徳
朝
・
清
和
朝
前
半
に
天
皇
が
内
裏
外
に
住
む
と
い
う
特
殊
な
状
況
下
に
お
い
て
、
天
皇
と
母
后
も
し
く
は
祖
母
后
、

あ
る
い
は
皇
太
子
と
父
天
皇
・
母
女
揚
が
同
居
し
て
い
た
。
内
裏
は
天
皇
お
よ
び
妻
君
が
唯
一
の
主
で
あ
り
、
先
立
市
后
や
次
代
天
皇
誌
排
除
さ

れ
、
し
た
が
っ
て
天
皇
と
生
母
、
皇
太
子
と
生
母
は
同
岩
で
き
な
い
と
い
う
嵯
織
以
来
の
大
原
則
が
崩
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

第

内
装
に
お
け
る
天
単
一
時
局
の
同
賠
開
始

節

① 

青

E
H麦
手

、v
tィ
京
ー
ま
ヒ
寸
ノ
4
1
リコ，

貞
観
七
年
(
八
六
五
)
八
月
、
前
年
に
元
服
し
た
清
和
天
皇
は
東
宮
を
出
て
、
太
政
官
曹
司
庁
に
方
違
え
し
た
後
、
十
一
月
つ
い
に
内
裏
仁
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寿
殿
に
入
っ
た
。
内
裏
に
天
皇
が
戻
る
の
は
実
に
十
五
年
余
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
生
母
の
皇
太
后
明
子
は
そ
の
一
年
後
の
翌
八
年
十
一
月
に

内
裏
へ
入
御
し
た
。
居
所
は
常
寧
殿
で
あ
っ
か
)
口
妻
后
不
在
の
こ
の
時
期
に
、
妻
后
の
執
務
室
兼
居
室
と
し
て
造
ら
れ
、
実
際
に
嵯
峨
朝
淳

和
朝
の
妻
后
が
使
用
し
た
後
宮
正
殿
は
、
母
后
の
手
に
わ
た
っ
た
の
で
あ
る
。

皇
太
子
に
は
生
後
一
ヵ
月
半
の
貞
明
親
王
が
立
て
ら
れ
た
。
東
宮
に
入
御
し
て
い
る
。
そ
の
生
母
女
御
藤
原
高
子
の
居
所
は
天
皇
と
同
じ

内
裏
内
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
乳
児
の
皇
太
子
と
は
別
所
に
住
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
天
皇
と
は
異
な
り
皇
太
子
の
居
住
方
法
は
、
正
式
の

内
裏
還
御
と
と
も
に
仁
明
朝
以
前
の
原
則
に
立
ち
返
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
す
る
と
、
仮
内
裏
期
に
皇
太
子
が
父
母
と
同
居
し
た
こ
と
は
、
天

皇
が
内
裏
外
に
お
り
、
皇
太
子
居
所
を
天
皇
居
所
と
別
所
に
設
定
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
便
宜
的
な
措
置
で
し
か
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

天
皇
の
場
合
も
、
仮
内
裏
期
に
母
后
と
の
同
居
が
か
な
り
馴
染
み
深
い
も
の
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
正
式
の
内
裏
は
天
皇
お
よ
び
そ
の
妻
后

の
も
の
と
い
う
意
識
は
い
ま
だ
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
清
和
天
皇
の
内
裏
初
入
御
に
母
后
明
子
は
同
行
し
て

い
な
い
。
母
后
入
御
が
一
年
余
遅
れ
た
の
は
、
貞
観
七
年
ご
ろ
数
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
明
子
が
「
御
悩
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
、
母
后
、
つ
ま
り
先
帝
キ
サ
キ
の
内
裏
入
御
の
禁
を
破
る
こ
と
へ
の
跨
踏
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
と
き
清
和
天
皇
は
元
服
を
す
ま
せ
た
十
六
歳
で
キ
サ
キ
も
お
り
、
母
后
に
よ
る
生
活
上
の
介
添
え
の
必
要
性
は
低
い
。
明
子
は
里
第
で
は

な
く
東
宮
に
い
続
け
て
い
た
の
で
、
同
居
解
消
が
完
全
に
決
ま
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
内
裏
で
の
同
居
に
人
々
の
反
対
が
あ
っ
た
可

能
性
は
高
い
。

実
は
、
明
子
が
内
裏
入
御
を
果
た
し
た
貞
観
八
年
は
応
天
門
の
変
が
起
き
た
年
で
あ
る
。
閏
三
月
に
応
天
門
が
炎
上
し
、
九
月
に
大
納
言
伴

善
男
が
配
流
さ
れ
た
。
そ
の
最
中
の
八
月
に
明
子
の
父
太
政
大
臣
良
一
房
が
臣
下
に
し
て
初
め
て
の
摂
政
に
任
じ
ら
れ
る
。
応
天
門
炎
上
の
真
相

は
と
も
か
く
、
良
房
が
こ
れ
を
最
大
限
利
用
し
政
権
を
掌
握
し
た
こ
と
は
多
く
の
先
学
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
勢
い
を
か
つ
て
良
房
が
、

平
安
官
に
お
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
先
帝
キ
サ
キ
の
内
裏
入
御
を
敢
行
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
持
期
、
平
安
宮
大
内
裏
の
場
の
使
思
に
関
し
て
も
う
与
と
つ
重
大
な
変
北
が
為
っ
た
。
良
一
房
が
大
内
裏
内
、
そ
れ
も
明
子
の
皇
太
后
宮

職
が
置
か
れ
て
い
た
職
御
曹
司
に
直
麗
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
公
郷
直
塞
が
職
御
曹
司
に
置
か
れ
た
拐
例
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
、
藤
原
氏
長

者
直
臓
と
し
て
世
襲
さ
れ
て
い
く
鴨
矢
で
あ
っ
た
。
朱
議
朝
に
は
母
胎
穂
子
が
支
配
し
た
内
議
後
宮
の
中
に
外
戚
で
あ
る
摂
関
が
車
臓
を
持

つ
よ
う
に
な
る
が
(
後
述
)
、
母
后
と
そ
れ
に
便
乗
す
る
外
戒
の
関
係
が
場
に
現
わ
れ
る
形
の
先
駆
で
あ
る
。
穏
子
と
比
べ
て
明
子
が
ど
れ
だ

け
積
極
的
に
期
間
わ
っ
た
か
は
と
も
か
く
、
仮
内
裏
、
そ
し
て
内
裏
に
住
む
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
母
后
の
存
在
ゆ
え
に
、
母
后
の
父
が
大
内
裏

内
の
后
宮
職
伽
御
曹
司
に
直
麗
を
持
て
た
の
で
あ
っ
た
。

明
子
の
内
裏
常
寧
殿
在
住
が
直
接
確
認
で
き
る
の
は
貞
観
十
年
十
二
月
七
日
ま
で
で
あ
る
が
、
同
十
西
年
七
月
と
八
月
に
明
子
は
染
殿
宮
へ

行
啓
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
時
期
も
内
裏
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
同
十
六
年
に
少
な
く
と
も
数
ヶ
月
は
、
染
毅
官
か
ら
大
内

議
内
の
職
御
曹
司
に
選
御
し
、
同
十
八
年
に
は
所
生
の
斎
院
様
子
内
親
王
が
「
皇
太
后
官
染
殿
山
主
に
退
出
し
て
い
一
か
)
。
つ
ま
り
明
子
は
点

観
十
四
年
九
同
月
以
降
同
十
六
年
二
月
以
前
に
内
裏
を
出
て
染
殿
に
居
を
移
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
上
記
の
職
御
曹
司
遷
御
を
詳
し
く
見
て
み
た
い
。
三
一
代
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
貞
観
十
六
年
二
月
二
十
七
日
条
に
「
皇
太
后
移
レ
自

一
一
染
殿
宮
一
、
御
二
一
様
院
一
〈
在
二
左
近
衛
唐
西
一
〉
。
」
と
あ
母
、
一
二
月
十
九
日
条
の
「
帝
設
二
宴
於
皇
太
后
宮
一
。
」
を
含
め
、
内
裏
入
御
を
う

か
が
わ
せ
る
記
事
は
な
い
。
二
一
月
八

5
条
で
は
左
近
衛
宥
が
「
皇
太
后
職
院
」
に
、
西
月
六
日
条
で
は
左
兵
禽
府
が
「
皇
太
后
」
に
裁
物
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
両
衛
府
が
職
樽
曹
司
の
ほ
ど
近
く
に
位
置
し
て
い
る
た
め
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
と
き
も
明
子
は
職
御
曹
司
に
い
た
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
明
子
は
大
内
裏
内
に
来
て
い
な
が
ら
内
識
に
は
い
ら
ず
、
天
皇
主
催
の
裳
も
内
議
外
で
行
な
わ
れ
、
や
が
て
染
殿
へ
一
民
っ
た

と

考
λ
ら
れ
か

)
O

明
子
の
内
裏
居
住
は
完
全
に
解
消
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
同
十
一
年
に
明
子
の
義
妹
に
あ
た
る
女
御
高
子
が
生

ん
だ
貞
境
親
王
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
、
天
皇
家
に
と
っ
て
も
摂
関
家
に
と
っ
て
も
次
代
へ
の
継
承
は
穎
調
に
進
ん
で
い
た
。
ま
た
局
十
四
年

九
月
二

5
に
は
時
に
天
皇
と
対
立
し
た
太
政
大
臣
良
房
が
菟
去
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
も
そ
も
先
帝
キ
サ
キ
の
内
裏
入
御
の
禁
を
あ
え
て

破
る
必
要
性
が
薄
れ
た
た
め
に
、
明
子
は
内
裏
を
退
出
し
、
そ
れ
以
降
は
内
裏
に
は
一
切
入
ら
な
か
っ
た
の
で
は
告
い
だ
ろ
う
か
。
請
和
襲
に
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お
い
て
は
母
后
の
内
裏
居
住
は
恒
常
的
な
も
の
と
し
て
は
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

貞
観
十
八
年
十
一
月
、
清
和
天
皇
は
内
裏
を
出
て
母
后
の
い
る
染
殿
宮
に
遷
御
し
、
こ
こ
で
譲
位
す
る
。
嵯
峨
朝
な
ど
の
譲
位
の
仕
方
と
似

て
い
る
が
、

一
緒
に
内
裏
を
退
出
す
べ
き
妻
后
が
不
在
で
あ
り
、
退
位
と
同
時
に
母
后
と
の
同
居
を
再
び
始
め
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

② 

陽
成
朝

九
歳
で
践
砕
し
た
陽
成
は
そ
の
三
ヵ
月
後
に
東
宮
か
ら
内
裏
仁
寿
殿
に
入
御
し
た
。
譲
位
ま
で
の
七
年
弱
の
問
、
そ
の
約
半
分
を
過
ご
し
た

清
涼
殿
以
外
に
、
弘
徽
殿
、
常
寧
殿
、
綾
締
殿
も
使
用
し
て
い
る
。
た
だ
、
東
宮
か
ら
内
裏
に
初
入
御
し
た
場
所
は
仁
寿
殿
で
あ
り
、
い
ま
だ

同
殿
は
天
皇
居
所
と
し
て
の
位
置
を
保
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

陽
成
母
后
高
子
は
即
位
式
に
お
い
て
皇
太
夫
人
と
な
り
、
や
が
て
皇
太
后
と
な
る
。
居
所
は
内
裏
常
寧
殿
で
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、

夫
の
太
上
天
皇
が
存
命
で
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
母
后
が
夫
と
で
は
な
く
子
と
同
居
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
高
子
は
陽
成
内
裏

入
御
直
後
に
「
太
上
天
皇
染
殿
宮
」
に
行
啓
し
即
日
還
御
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
夫
清
和
と
は
別
居
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
内
裏

に
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
清
和
太
上
天
皇
崩
御
の
翌
日
に
陽
成
天
皇
が
常
寧
殿
に
遷
御
し
た
理
由
は
「
近
一
一
於
中
宮
所
↑
レ
居
也
。
」

(
必
)

と
さ
れ
る
。
高
子
は
夫
の
崩
御
に
あ
っ
て
も
内
裏
常
寧
殿
を
動
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
陽
成
朝
は
、
天
皇
と
母
后
、
太
上
天
皇
と
そ
の
母
后
が
そ
れ
ぞ
れ
同
居
し
て
お
り
、
天
皇
母
后
と
太
上
天
皇
は
夫
婦
で
あ
り
な
が
ら

同
居
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
、
居
住
形
態
に
お
い
て
母
子
関
係
が
夫
婦
関
係
よ
り
も
優
先
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
母
后
が
藤
原
高
子

と
い
う
独
特
の
人
物
で
あ
る
こ
い
い
)
も
理
由
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
母
子
関
係
を
軸
と
し
た
居
住
法
及
び
母
后
の
内
裏
在

住
が
定
着
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
一
方
で
、
高
子
の
内
裏
退
去
は
所
生
天
皇
退
位
時
で
は
あ
る
が
、
陽
成
は
こ
の
と
き
ま
だ
十
六
歳
で
あ
り
、

在
位
が
続
き
次
代
へ
の
継
承
も
順
調
に
進
ん
で
い
れ
ば
、
い
ず
れ
高
子
が
内
裏
か
ら
退
去
し
て
い
た
可
能
性
は
残
る
。
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③ 

宇
多
朝

二
年
余
の
光
孝
の
在
位
を
経
て
即
位
し
た
宇
多
天
皇
の
治
世
初
め
も
、
天
皇
誌
内
裏
に
入
れ
な
か
っ
た
。
太
政
大
臣
基
経
と
荷
衡
わ
紛
議
な

ど
で
も
め
た
た
め
か
、
二
十
一
歳
の
宇
多
天
皇
は
践
酢
の
翌
告
、
東
宮
に
移
御
し
二
年
半
近
く
を
過
ご
す
。
そ
し
て
碁
経
費
去
の
一
ヵ
月
後
、

寛
平
一
一
一
キ
(
八
九
二
一
一
丹
十
九
日
、
東
宮
か
ら
内
裏
消
滅
殿
に
入
御
を
果
た
す
の
以
後
、
譲
位
ま
で
の
六
年
以
上
を
清
諒
殿
で
渦
ご
し
た
。

宇
多
部
位
と
と
も
に
息
太
夫
人
と
な
っ
た
生
母
班
子
女
王
は
天
皇
と
共
に
東
宮
に
遷
御
し
、
さ
ら
に
共
に
内
裏
に
遷
御
し
た
。
天
皇
の
東
宮

居
所
時
は
明
子
の
倒
に
な
ら
っ
て
東
宮
北
殿
に
住
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。
内
裏
内
で
の
居
所
は
後
宮
正
殿
堂
寧
殿
で
あ
る
。
宇
多
が
三

十
一
歳
で
譲
位
す
る
ま
で
内
裏
に
お
号
、
完
全
に
成
人
し
て
い
る
天
皇
と
正
式
の
内
裏
で
同
居
し
続
け
て
い
る
。

寛
平
五
年
、
九
議
で
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
敦
仁
親
王
は
東
宮
に
入
議
す
担
。
母
女
御
藤
原
成
子
の
居
所
は
不
明
だ
が
、
次
々
と
皇
子
女

を
産
ん
で
お
号
、
天
皇
が
東
宮
に
い
る
と
き
は
東
宮
、
内
裏
に
選
っ
た
後
は
内
裏
に
柱
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
の

ゆ
醍
麟
朝
前
半

醍
醐
朝
は
前
半
と
後
半
に
わ
け
る
。
前
半
は
延
長
元
年
(
九
二
三
)
四
月
二
十
六
吾
、
藤
原
謹
子
が
立
后
す
る
直
前
ま
で
と
す
る
。

醍
醐
天
皇
の
居
所
は
践
一
昨
当
白
か
ら
最
竣
年
ま
で
一
貫
し
て
清
涼
殿
で
あ
っ
た
。

生
母
歳
子
は
即
位
前
仁
卒
し
て
お
り
、
基
経
女
の
宇
多
女
御
温
子
が
援
醐
の
養
母
と
い
う
資
格
で
皇
太
夫
人
に
立
て
ら
れ
説
。
し
か
し
宇

多
譲
位
と
と
も
に
内
裏
を
出
た
の
は
、
先
学
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
天
皇
生
母
で
は
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
血
縁
関
係
の
な
い
養
母

は
立
后
さ
れ
て
も
内
議
に
住
む
こ
と
は
不
可
簡
で
あ
引
た
。

い
換
え
れ
ば
、
内
楽
在
住
の
資
梼
は
后
で
あ
る
こ
と
や
形
式
上
の
母
で
あ
る
こ

と
で
は
な
く
、
ま
さ
に
血
縁
そ
の
も
の
で
結
ば
れ
た
実
母
で
あ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

宇
多
朝
に
お
い
て
内
裏
常
寧
殻
に
い
た
斑
子
女
王
は
、
所
生
の
宇
多
と
共
に
内
裏
を
出
て
束
三
条
院
(
洞
院
)
を
居
所
と
し
、
二
年
半
余
後
、

山
崩
御
す
る
。
宇
多
上
皇
は
そ
れ
以
前
に
洞
院
を
出
て
、
朱
雀
院
や
亭
子
民
、
仁
和
寺
、
中
六
条
設
な
ど
を
居
所
と
し
た
。
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譲
位
後
の
宇
多
が
大
き
な
権
力
を
握
っ
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
内
裏
に
は
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
延
喜
元
年
(
九

O
一
)
の
菅
原
道
真
左
降
事
件
の
時
、
宇
多
法
皇
は
大
内
裏
に
は
入
っ
た
が
、
内
裏
入
御
は
阻
ま
れ
て
い
る
。
や
は
り

薬
子
の
変
以
来
、
平
安
時
代
の
太
上
天
皇
は
一
貫
し
て
内
裏
か
ら
は
排
除
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
同
じ
く
排
除
さ
れ
て
い
た
母
后
が

内
裏
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
後
も
決
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

前
半
期
の
皇
太
子
は
保
明
(
崇
象
)
親
王
で
あ
る
。
延
喜
四
年
、
二
歳
で
立
太
子
さ
れ
、
職
御
曹
司
を
経
て
東
宮
に
は
い
っ
た
。
延
長
一
冗

い
ま
だ
女
御
の
生
母
穏
子
の
居
所
は
内
裏
弘
徽
殿
で
あ
っ
た
。

年
三
月
二
十
一
日
、
東
宮
に
て
亮
去
す
る
。

以
上
、
本
章
で
は
、
天
皇
と
母
后
の
同
居
が
成
立
し
て
以
降
、
醍
醐
朝
前
半
期
ま
で
を
見
て
き
た
。
こ
の
時
期
、
内
裏
に
お
け
る
天
皇
の
居

所
は
一
定
し
て
い
な
い
。
清
和
・
光
孝
は
基
本
的
に
は
仁
寿
殿
、
宇
多
・
醍
醐
は
清
涼
殿
を
居
所
に
し
て
お
り
、
傾
向
と
し
て
は
、
徐
々
に
仁

寿
殿
か
ら
清
涼
殿
に
変
化
し
て
い
る
。
ま
た
妻
后
は
立
て
ら
れ
ず
、
母
后
が
内
裏
常
寧
殿
に
住
む
の
が
例
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
天
皇
と
母
后

の
同
居
は
、
所
生
天
皇
が
幼
い
か
否
か
、
夫
が
生
き
て
い
る
か
否
か
に
関
係
な
く
あ
ら
わ
れ
、
あ
く
ま
で
天
皇
と
血
縁
で
つ
な
が
っ
た
生
母
で

一
方
、
皇
太
子
は
、
仮
内
裏
期
に
は
生
母
と
同
居
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
天
皇
の
内
裏
還
御
後
は
再

つ
ま
り
天
皇
に
つ
い
て
の
み
母
子
同
居
が
成
立
し
、
内
裏
の
中
心

あ
る
と
い
う
こ
と
に
依
拠
し
て
い
た
。

ぴ
東
宮
を
居
所
と
し
て
お
り
、
内
裏
に
い
る
父
母
と
は
同
居
し
て
い
な
い
。

は
天
皇
と
母
后
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
、
摂
関
政
治
と
母
后
内
裏
在
住
の
関
係
に
つ
い
て
の
指
摘
が
相
次
い
で
い
る
。
最
初
に
直
接
言
及
さ
れ
た
の
は
吉
川
真
司

氏
で
、
九
世
紀
後
半
に
母
后
が
内
裏
に
同
居
し
て
天
皇
へ
の
日
常
的
な
「
後
見
」
を
行
な
っ
た
こ
と
と
良
房
の
政
権
掌
握
が
並
行
し
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
「
母
后
の
『
後
見
』
が
摂
関
政
治
と
不
可
分
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
古
瀬
奈
津
子
氏
や
服
藤
早
苗
氏
も
内
裏
同
居
に

よ
っ
て
母
后
が
「
後
見
」
を
行
な
う
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
そ
れ
を
利
用
あ
る
い
は
代
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
摂
関
政
治
が
成
立
し
た
と
い
う

評
価
を
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
な
ぜ
母
后
が
天
皇
と
同
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
指
摘
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
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な
い
。
そ
こ
で
、
母
后
同
居
が
始
ま
っ
た
理
由
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

涜
述
の
よ
う
に
、
母
后
向
居
が
開
蛤
さ
れ
た
文
穂
朝
も
し
く
は
清
和
朝
は
、
外
戚
良
一
房
と
の
対
立
を
主
な
原
因
と
し
て
天
皇
が
内
裏
に
住
め

な
い
と
い
う
異
常
事
態
に
あ
っ
た
。
一
平
安
時
代
初
期
に
、
太
上
天
皇
や
皇
后
が
共
同
統
治
者
と
し
て
分
相
し
て
い
た
王
権
を
今
上
天
皇
に
一

本
化
し
た
た
め
、
文
徳
の
よ
う
に
太
政
官
の
実
力
者
と
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
り
、
講
和
の
よ
う
に
幼
少
の
天
息
が
う
ま
れ
る
と
(
幼
少
天
皇

の
誕
生
が
可
能
な
ほ
ど
に
は
王
権
が
安
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
が
て
そ
れ
は
王
権
、
ひ
い
て
は
国
家
の
動
謡
に
直
結
す
る
可
能
性
を
は

ら
ん
で
い
た
。
天
皇
が
内
裏
に
住
め
な
い
状
況
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
王
権
の
不
安
定
さ
は
、
天
皇
家
に
と
っ
て
も
、
藤
原
氏
を
含
め
た
廷
臣

た
ち
に
と
っ
て
も
非
常
に
憂
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
c

そ
こ
で
考
え
ら
れ
た
解
決
策
も
し
く
は
危
機
を
未
然
に
跨
ぐ
方
法
が
、
天
皇
と
母
后
の
同

居
だ
っ
た
の
で
は
告
い
だ
ろ
う
か
口

倉
本
一
宏
氏
は
誤
関
政
治
の
致
権
講
造
モ
デ
ル
を
作
成
す
る
階
、
ミ
ウ
チ
意
識
を
灘
る
尺
度
の
一
つ
に

て
お
ら
れ
る
が
「
単
な
る
生
死
で
は
な
く
用
情
か
ど
う
か
も
章
一
英
な
尺
疫
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
氏
は
、
天
皇
と
摂
関
の
血
縁
関
係
も
婚
威
関

係
も
濃
い
と
い
う
、
最
も
ミ
ウ
チ
意
識
が
強
く
「
権
力
核
」
を
構
成
で
き
る
パ
タ
ー
ン
に
文
徳
l
良
房
も
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
文
徳
と
良
一
房
が
う
ま
く
「
権
力
核
」
を
構
成
で
き
ず
に
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
紐
苦
と
な
る
べ
き
母
話
順
子
が
皇
太
子
持
代
も
天

の
存
否

死
)
を
あ
げ

皇
蒔
代
(
少
な
く
と
も
そ
の
前
半
)
も
文
語
と
共
に
な
か
っ
た
た
め
に
ミ
ウ
チ
意
識
を
う
ま
く
作
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
の
反
省

か
ら
文
諒
朝
後
半
も
し
く
は
清
和
朝
に
、
天
皇
と
母
后
の
同
語
と
い
う
新
た
な
居
住
形
態
が
誕
生
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
倉
本
氏
や
古

(ω) 

川
氏
の
言
わ
れ
る
「
後
見
」

l

一
般
的
・
理
念
的
な
「
世
話
〕
「
後
ろ
楯
い
で
は
な
く
、
同
居
を
前
提
と
し
た
直
接
的
か
つ
日
常
的
な
奉
仕
1

1

の
議
要
性
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
天
皇
・
母
后
・
外
戚
と
い
う
一
一
一
者
の
距
離
感
を
縮
め
、
ミ
ウ
チ
意
識
を
醸
成
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
と

し
て
、
天
皇
と
母
后
の
同
居
、
そ
し
て
母
后
の
内
裏
居
住
が
鰐
出
さ
れ
、
結
果
と
し
て
日
常
的
な
「
後
見
」
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
実
際
に
一
行
な

う
女
官
を
統
率
す
る
権
能
を
母
活
が
把
握
し
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
営
寧
殿
を
居
所
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
そ
の
時
の
母
后
を
出
し
て
い
た
藤
原
北
家
の
一
流
に
大
き
な
副
産
物
を
も
た
ら
し
た
。
母
后
が
内
裏
に
生
み
、
後
宮
支
配
権
を
持
つ

母后の内裏居住と王権59 



と
い
う
こ
と
は
、
現
天
皇
の
キ
サ
キ
の
選
定
権
を
よ
り
直
接
的
に
持
つ
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
母
后
一
族
に
よ
る
次
代
母

后
の
再
生
産
を
容
易
に
す
る
わ
け
で
、
結
果
と
し
て
特
定
一
族
が
母
后
を
独
占
す
る
状
況
を
生
み
だ
し
や
す
く
し
、
家
流
と
し
て
の
摂
関
家
が

誕
生
す
る
一
要
因
と
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

紐
帯
と
な
る
人
物
と
し
て
、
妻
后
で
は
な
く
、
内
裏
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
母
后
が
選
ば
れ
た
の
は
、
天
皇
に
対
し
て
親
権
を
行
使

で
き
る
直
系
尊
属
で
あ
る
こ
と
も
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
幼
帝
が
誕
生
し
た
結
果
、
妻
后
を
立
て
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
て

し
ま
う
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
じ
く
天
皇
に
親
権
を
行
使
で
き
る
父
上
自
主
は
完
全
に
天
皇
家
側
の
人
間
で
あ
る
か
ら
、
紐
帯
と
し
て
の
役
目

は
果
た
せ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
内
裏
に
居
住
し
「
後
見
」
を
行
な
い
、
同
時
に
王
権
内
の
紐
帯
と
し
て
天
皇
と
摂
関
な
ど
の
外
戚
を
結
ぶ
と
い

う
母
后
の
役
割
は
、
父
院
の
代
役
で
も
な
け
れ
ば
相
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
絶
対
的
・
自
律
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
九
世
紀
半
ば

に
母
后
が
手
に
入
れ
た
新
た
な
権
能
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
母
后
の
同
居
お
よ
び
内
裏
居
住
は
、
王
権
の
危
機
、

ひ
い
て
は
朝
廷
の
危
機
を
回
避
す
る
た
め
、
天
皇
と
外
戚
の
ミ
ウ
チ

意
識
を
育
て
る
と
い
う
政
治
的
意
図
の
も
と
に
生
ま
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
と
意
義
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
う
ま
く
機
能
し
た
か
ら

こ
そ
、
時
期
を
同
じ
く
し
て
、

一
般
に
前
期
摂
関
政
治
期
と
い
わ
れ
る
時
代
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
ミ
ウ
チ
意
識
醸
成
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
母
后
内
裏
在
住
を
本
来
と
は
逆
に
働
か
せ
た
の
が
宇
多
天
皇
で
あ
る
。
宇
多
朝
の
初
め
は
ま

た
も
天
皇
が
内
裏
に
住
め
な
い
状
況
下
に
あ
っ
た
。
同
居
の
母
后
班
子
女
王
に
は
有
力
な
外
戚
が
い
な
か
っ
た
か
ら
ミ
ウ
チ
意
識
は
育
て
ら
れ

ず
、
結
果
、
宇
多
は
関
白
基
経
と
阿
衡
の
紛
議
で
も
め
、
内
裏
に
住
む
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
上
述
の
シ
ス
テ
ム
が
う
ま
く
動
か
ず
に
政
情

不
安
が
起
こ
っ
た
一
例
で
あ
る
。
基
経
死
後
、
宇
多
は
よ
う
や
く
内
裏
に
入
り
、
し
か
し
、
有
力
な
外
戚
が
い
な
い
母
后
を
内
裏
常
寧
殿
に
居

住
さ
せ
た
。
基
経
女
で
あ
る
女
御
温
子
を
妻
后
に
立
て
、
温
子
を
紐
帯
と
し
て
い
わ
ゆ
る
摂
関
家
(
良
房
l

基
経
の
一
流
)
と
の
聞
に
新
た
に

ミ
ウ
チ
意
識
を
育
て
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
摂
関
を
置
か
ず
に
各
氏
各
流
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
親
政
を
行
な
っ
た
。
つ

ま
り
、
宇
多
は
本
来
の
ミ
ウ
チ
意
識
を
育
て
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
で
は
な
く
、
特
定
の
太
政
官
メ
ン
バ
ー
と
の
聞
に
ミ
ウ
チ
意
識
を
育
て
な
い
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た
め
に
、
母
后
の
内
裏
居
住
を
逆
利
足
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
c

こ
う
し
て
宇
多
天
皇
に
よ
っ
て
、
良
一
房
・
基
経
の
摂
関
政
治
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
母
后
の
内
裏
居
住
に
よ
る
ミ
ウ
チ
意
識
醸
成
シ

ス
テ
ム
は
停
止
さ
れ
、
摂
関
政
治
は
い
?
た
ん
終
わ
り
を
告
げ
た
む
次
章
で
は
こ
れ
が
再
関
さ
れ
る
藤
原
穂
子
の
時
代
を
見
て
み
た
い
。

第
三
章

母
后
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」

ー
醍
醐
朝
後
半
1
花
山
朝

の
時
代

第
一
館

母
后
藤
原
種
子

④ 
延
長
ヌじ
年

九

醗
轍
朝
後
半

一
一
一
〉
四
月
二
十
六
日
、
醍
醜
女
御
穂
子
は
息
信
に
立
て
ら
れ
た
。
喪
キ
サ
キ
の
立
后
は
淳
和
天
皇
妻
后
正
子
内
親
王
が
天

長
四
年
(
八
二
七
)
に
立
后
し
て
以
来
百
年
ぶ
り
で
あ
り
、
平
安
宮
で
三
人
目
の
妻
后
で
あ
る
。
所
生
の
皇
太
子
保
明
が
亮
去
し
、
他
の
成
人

し
た
皇
子
た
ち
を
差
し
置
い
て
皇
太
孫
慶
額
王
が
立
太
子
す
る
と
い
う
、
不
安
定
な
皇
位
謎
承
を
補
強
す
る
た
め
に
穏
子
の
立
后
が
は
か
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
天
皇
と
妻
后
が
並
び
立
っ
て
い
た
嵯
畿
朝
や
淳
和
朝
の
よ
う
に
、
妻
后
の
必
要
性
を
考
え
て
の
立
后
で
は
な
く
、
皇
位
継
承

や
王
権
の
安
定
の
み
を
目
的
と
し
た
立
后
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
穏
子
は
形
と
し
て
は
妻
后
で
あ
っ
た
が
、
皇
太
子
祖
母
(
後
に
は
皇
太
子
母
)

で
あ
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
当
初
か
ら
本
質
的
に
は
母
后
的
存
在
で
あ
づ
た
(
以
下
、
本
論
文
で
は
、
患
太
子
生
母
の
袈
話
を

「
母
后
」
と
呼
ぶ
)
。

新
皇
太
子
慶
頼
王
は
三
歳
、
居
所
は
父
の
凶
事
が
あ
っ
た
東
宮
を
避
け
、
職
御
曹
司
で
あ
っ
説
。
し
か
し
こ
の
皇
太
孫
も
一
一
年
後
に
亮
去

し
て
し
ま
う
。

立
后
時
、
程
子
は
懐
妊
中
で
、
延
長
元
年
七
月
に
兄
忠
平
の
東
五
条
第
で
寛
明
親
王
を
産
む
。
そ
し
て
主
巌
寮
を
経
て
、
十
一
月
、
内
裏
へ

母后の内裏居住と王権61 



入
御
す
る
。
皇
后
と
し
て
の
初
入
内
で
あ
る
。
し
か
し
居
所
は
友
御
時
代
の
ま
ま
弘
徽
殿
で
あ
り
、
以
前
の
妻
后
の
よ
う
に
常
寧
殿
に
入
る
こ

と
は
こ
の
後
も
な
か
っ
た
。
ま
た
、
翌
延
長
二
年
八
月
に
は
寛
明
が
弘
徽
殿
に
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
寛
明
は
最
初
か
ら
共
に
入
御
し

た
か
、
ほ
ど
な
く
内
裏
に
入
御
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
文
徳
朝
仮
内
裏
期
の
惟
仁
皇
太
子
の
特
例
を
除
き
、
天
皇
以
外
の
乳
幼
児
が

天
皇
御
所
に
住
ん
だ
例
は
な
か
っ
た
。
「
栄
華
物
語
」
巻
五
に
一
条
天
皇
の
言
葉
と
し
て
「
御
子
達
は
御
対
面
と
て
五
つ
や
七
つ
な
ど
に
て
ぞ

昔
は
有
り
け
る
。
又
内
に
児
な
ど
入
る
こ
と
な
か
り
け
り
」
、
ま
た
村
上
朝
の
話
と
し
て
「
昔
は
皇
子
た
ち
も
、
幼
く
お
は
し
ま
す
ほ
ど
は
、

内
住
み
さ
せ
た
ま
ふ
こ
と
は
な
か
り
け
る
に
」
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
寛
明
は
天
皇
と
の
対
面
儀
以
前
に
正
式
の
内
裏
に

(
m
m
)
 

住
ん
だ
初
例
で
あ
る
。
内
裏
に
住
む
こ
と
が
で
き
ず
母
の
里
第
な
ど
で
育
て
ら
れ
て
い
た
天
皇
の
皇
子
女
の
う
ち
、
后
所
生
子
の
み
幼
年
で

(ω) 

あ
っ
て
も
内
裏
に
住
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
寛
明
は
延
長
三
年
、
三
歳
で
醍
醐
朝
三
人
目
の
皇
太
子
と
な
る
。
『
醍
醐
天
皇
御
記
」
に
は
「
太
子
幼
稚
不
レ
可
二
別
所
一
。
仰
有
レ
定
、

令
レ
居
二
宮
同
殿
一
之
。
」
と
あ
り
、
新
皇
太
子
が
幼
い
と
い
う
理
由
で
皇
后
穏
子
と
の
同
殿
が
許
さ
れ
た
。
寛
明
の
同
母
兄
で
あ
る
保
明
が
一
一

歳
で
東
宮
に
入
御
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
生
母
と
の
同
殿
は
単
に
「
幼
稚
」
で
あ
る
こ
と
が
理
由
で
は
な
い
。
東
宮
、
職
御
曹
司
が
そ

れ
ぞ
れ
保
明
、
慶
頼
の
死
械
に
あ
い
大
内
裏
に
適
当
な
場
所
が
無
い
こ
と
、
ま
た
菅
原
道
真
の
怨
霊
の
恐
怖
な
ど
が
直
接
の
理
由
で
あ
る
。
と

同
時
に
、
す
で
に
皇
太
子
と
い
う
地
位
が
変
質
し
、
内
裏
外
に
独
立
し
た
宮
を
営
む
意
味
が
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
穏
子
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
所
生
の
皇
太
子
を
内
裏
に
と
り
こ
む
こ
と
で
、
「
母
后
」
と
し
て
権
威
が
高
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
内
裏

を
舞
台
に
次
代
の
天
皇
と
な
る
皇
太
子
と
「
母
后
」
と
そ
の
外
戚
が
よ
り
親
密
な
関
係
を
早
く
か
ら
形
成
で
き
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
か
ら

(
後
述
)
、
摂
関
に
と
っ
て
も
「
母
后
」
に
と
っ
て
も
皇
太
子
自
身
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

た
だ
し
皇
太
子
内
裏
在
住
の
根
拠
は
あ
く
ま
で
生
母
が
后
で
あ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
る
認
識
が
ま
だ
村
上
朝
に
は
う
か
が
わ
れ
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
時
点
で
皇
太
子
の
内
裏
在
住
が
定
例
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
母
の
住
む
内
裏
に
い
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
た
后
所

生
の
皇
子
が
、
立
太
子
し
て
も
引
き
続
き
内
裏
内
に
住
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
内
裏
に
お
け
る
皇
太
子
は
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「
母
后
」
に
非
常
に
依
拠
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
皇
太
子
居
所
が
天
皇
に
関
保
す
る
女
性
の
た
め
の
空
間
で
あ
る
は
ず
の
後
宮
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
后
所
生
子
が
生
母
に
寄
生
す
る
よ
う
に
内
裏
居
住
を
始
め
、
そ
の
流
れ
の
中
で
皇
太
子
の
内
裏
居
住
が
開
始
さ
れ
た

た
め
、
母
后
(
「
母
后
」
)
が
住
む
後
宮
以
外
に
場
を
設
定
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
忠
一
括
稲
子
と
皇
太
子
究
明
、
ザ
で
し
て
他
の
所
生
子
の
賠
一
併
を
鱒
単
に
見
て
お
く
。
総
子
は
延
長
四
年
、
内
裏
外
部
の
桂
芳
坊
で
成
明

親
王
(
後
の
村
上
)
を
生
み
、
再
び
弘
徽
殿
に
還
御
し
て
い
る
。
こ
の
移
動
に
は
四
畿
の
皇
太
子
寛
明
も
同
行
し
、
内
裏
入
御
の
際
に
は
七
歳

の
康
子
内
親
王
と
生
後
一
ヶ
月
の
成
照
明
を
伴
っ
て
い
る
口
康
子
内
親
王
・
成
田
明
親
王
に
つ
い
て
は
醍
競
朝
で
は
こ
れ
以
外
は
確
認
で
き
な
い

が
、
こ
の
ま
ま
内
裏
に
住
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

皇
太
子
寛
明
は
、
醍
刷
機
天
皇
が
許
可
し
た
よ
う
に
基
本
的
に
「
母
后
」
穏
子
と
同
殿
し
て
い
る
こ
と
は
先
学
の
指
摘
通
り
で
あ
る
。
た
だ

し
、
正
式
な
皇
太
子
居
所
は
識
華
舎
(
梅
壷
)
で
あ
?
た
よ
う
で
、
儀
式
の
際
な
ど
に
は
こ
ち
ら
を
使
用
し
て
い
る
。

醍
醐
朝
の
最
後
に
清
山
知
殿
落
一
柳
闘
が
あ
り
、
不
例
と
な
っ
た
続
醐
拭
譲
位
す
る
。
後
続
朱
雀
院
へ
の
選
櫛
も
来
た
せ
ず
、
譲
位
の
五
日
後
に
選

っ
た
大
内
裏
内
右
近
衛
府
大
将
曹
司
で
そ
の
ま
ま
崩
御
し
た
。

②

朱

雀

朝

即
位
持
、
朱
雀
天
皇
は
八
歳
、
母
后
穏
子
は
引
き
続
き
内
裏
に
あ
っ
た
。
朱
雀
は
弘
徽
殿
、
飛
香
舎
、
常
寧
殿
、
綾
結
殿
と
転
々
と
し
、

番
長
く
い
た
の
は
毅
締
殿
で
あ
っ
た
。
内
裏
に
い
る
天
皇
が
仁
寿
殻
も
清
涼
殿
も
使
用
せ
ず
、
ま
た
、
後
宮
五
舎
を
賠
所
と
し
た
の
は
初
め
て

の
こ
と
で
あ
っ
た
り

穏
子
が
母
后
に
な
っ
て
も
常
寧
殿
に
住
ま
な
か
っ
た
こ
と
は
平
安
宮
の
居
住
史
の
な
か
で
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
朱
雀
天
皇
が
二
年

弱
使
用
し
た
も
の
の
、
こ
れ
以
降
、
后
や
天
皇
が
常
寧
巌
に
住
む
こ
と
は
な
く
な
る
。
仁
寿
殿
や
常
寧
殿
と
い
う
巨
大
な
塗
篭
を
も
っ
古
い
タ

イ
プ
の
殿
舎
は
当
時
の
居
住
ス
タ
イ
ル
に
あ
わ
な
く
会
っ
て
き
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
承
平
四
年
(
九
三
田
)
の
三
月
と
十
二
月
に
は
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穏
子
五
十
賀
が
常
寧
殿
で
行
な
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
前
者
は
穏
子
が
当
日
に
他
の
殿
舎
か
ら
遷
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、

後
宮
正
殿
の
格
式
を
持
つ
常
寧
殿
を
儀
式
に
の
み
利
用
し
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
。
穏
子
は
さ
ま
ざ
ま
な
殿
舎
に
住
ん
だ
が
、
基
本
的
に
は
弘
徽

殿
が
居
所
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
村
上
朝
に
な
る
が
、
穏
子
周
忌
法
会
は
崩
御
し
た
昭
陽
舎
(
梨
壷
)
で
は
な
く
弘
徽
殿
で

修
さ
れ
て
い
る
。

母
后
と
天
皇
は
短
期
間
を
除
い
て
基
本
的
に
は
別
殿
で
あ
り
、
た
だ
し
近
く
の
殿
舎
を
選
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
天
慶
元
年
(
九

三
八
)
に
天
皇
が
常
寧
殿
か
ら
綾
締
殿
へ
遷
御
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
『
貞
信
公
記
』
八
月
二
十
七
日
条
に
は
「
遷
二
御
綾
締
殿
一
。
中

宮
同
御
。
」
と
あ
り
、
天
皇
と
と
も
に
穏
子
も
綾
締
殿
に
還
御
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
『
本
朝
世
紀
』
は
天
皇
遷
御
の
こ
と
し
か
載
せ
て

い
な
い
。
一
方
、
十
一
月
三
日
条
に
、
『
貞
信
公
記
』
は
「
中
宮
遷
二
御
北
殿
一
。
」
、
『
本
朝
世
紀
』
は
「
中
宮
自
三
弘
徽
殿
一
遷
二
御
麗
景
殿
一

云
々
。
蓋
逐
二
御
在
所
綾
締
殿
一
也
。
」
の
記
事
を
載
せ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
推
測
で
き
る
の
は
、
穏
子
は
当
時
弘
徽
殿
を
居
所
と
し
て
い
た
が
、

十
六
歳
の
天
皇
の
綾
締
殿
遷
御
に
付
き
添
い
、
ほ
ど
な
く
穏
子
は
弘
徽
殿
に
戻
っ
た
が
、
弘
徽
殿
と
綾
締
殿
は
遠
い
た
め
に
二
ヵ
月
後
、
綾
締

殿
の
ほ
ぼ
真
北
に
あ
る
麗
景
殿
に
遷
御
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
通
常
、
居
所
の
昼
御
座
で
政
務
を
み
て
い
る
天
皇
と
、
他
の

所
生
子
と
共
に
住
ん
で
い
る
母
后
穏
子
と
が
恒
常
的
に
同
殿
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
穏
子
は
や
が
て
麗
景
殿
か
ら
承
香
殿
へ
遷
御

す
る
が
、
こ
れ
も
朱
雀
が
い
る
綾
締
殿
に
近
い
。

穏
子
所
生
の
成
明
親
王
は
立
太
子
前
の
承
平
二
年
(
九
三
二
)
二
月
か
ら
同
五
年
十
二
月
ま
で
御
註
孝
経
読
書
を
凝
華
舎
で
行
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
醍
醐
朝
に
お
け
る
寛
明
の
よ
う
に
儀
礼
の
場
と
し
て
凝
華
舎
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
二
年
六
月
の
穏
子
飛
香
舎
遷
御
の
際
、
『
貞

信
公
記
』
に
「
中
宮
御
膳
供
二
進
飛
香
舎
一
。
親
王
達
膳
各
弁
備
。
」
と
あ
る
か
ら
、
康
子
・
成
明
も
共
に
飛
香
舎
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

成
明
は
天
慶
三
年
二
月
、
十
五
歳
で
元
服
、
つ
い
で
四
月
、
師
輔
(
穏
子
甥
)
女
安
子
と
飛
香
舎
に
お
い
て
婚
儀
を
行
な
う
。
い
ま
だ
立
太

子
前
で
あ
り
、
単
な
る
一
親
王
が
内
裏
で
婚
儀
を
あ
げ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
成
明
は
元
服
後
も
穏
子
と
同
殿
し
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。
同
七
年
四
月
二
十
二
日
に
立
太
子
す
る
と
即
日
凝
華
舎
に
入
御
し
て
お
り
、
初
め
て
皇
太
子
宮
と
し
て
内
裏
内
に
独
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立
し
た
殿
舎
を
持
て
た
よ
う
で
あ
刻
む
康
子
内
親
王
の
居
所
が
確
認
で
き
る
の
は
聖
地
の
承
平
二
年
と
天
襲
五
科
の
二
回
の
み
だ
が
、
い
ず

れ
も
母
后
と
同
殿
と
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
で
も
皇
太
子
で
も
な
い
義
王
た
ち
は
母
后
と
共
に
あ
る
か
ら
こ
そ
内
裏
に
住
ま
う
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。

村
上
へ
の
譲
位
に
よ
り
朱
雀
は
弘
徽
殿
へ
移
り
、
お
そ
ら
く
穂
子
と
共
に
、
方
忌
の
た
め
三
ヶ
月
間
滞
在
し
た
後
、
や
は
り
共
に
後
挺
朱

雀
院
に
遷
御
し
た
。

寄
村
上
朝
前
半

村
上
朝
に
お
い
て
、
母
后
穏
子
は
朱
雀
太
上
天
皇
と
共
に
朱
雀
設
あ
る
い
は
二
条
践
を
居
所
と
し
た
。
村
上
天
皇
は
実
に
し
ば
し
ば
母
の
居

所
へ
行
幸
し
て
い
る
。
…
方
穂
子
は
、
米
欝
元
年
(
九
四
七
)
十
二
月
十
四
日
に
康
子
内
親
王
と
共
に
参
内
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
穏
子
は
村

上
天
皇
の
い
る
内
農
に
住
む
よ
り
も
朱
雀
上
息
と
共
に
あ
る
こ
と
を
選
択
し
た
が
、
内
裏
に
入
る
こ
と
は
自
治
で
あ
り
、
そ
の
所
生
の
内
親
王

(
天
皇
持
母
嬉
)
も
同
様
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
同
母
兄
の
先
膏
朱
雀
は
、
ど
ん
な
に
望
ん
で
も
や
は
り
内
裏
に
は
入
れ
な
か
っ
説
。

朱
雀
上
皇
が
同
六
年
入
月
十
五
日
に
崩
得
す
る
と
、
五
日
後
に
母
后
程
子
は
主
殿
寮
に
遷
御
し
、
こ
の
年
中
に
は
内
裏
弘
鍛
殿
に
入
っ
て
い

お
「
し
か
し
ず
っ
と
病
気
が
ち
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
天
暦
八
年
正
日
月
四
日
、
昭
陽
舎
に
て
崩
御
、
七
十
歳
で
あ
っ
た
。
死
械
を
厳
し
く
忌
む

内
裏
に
お
い
て
、
突
発
的
な
死
人
を
除
け
ば
、
天
皇
以
外
が
死
ぬ
桝
は
こ
の
諒
子
崩
脅
以
外
管
見
に
及
ん
で
い
な
い
。
さ
ら
に
翌
九
年
正
丹
に

は
弘
徽
般
に
お
い
て
周
忌
御
八
識
が
紘
附
さ
れ
て
お
(
胸
、
こ
れ
も
異
椀
の
こ
と
で
あ
?
た
。

以
上
、
穂
子
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
後
宮
空
間
に
対
す
る
母
后
穏
子
の
支
配
力
の
強
さ
が
み
て
と
れ
る
む
穏
子
は
弘
徽
殿
、
飛
♂
官
舎
、
麗

景
殿
、
承
香
殿
と
持
に
応
じ
て
居
所
を
移
動
し
、
そ
れ
ま
で
の
慣
例
を
破
り
所
生
の
親
王
内
親
王
も
後
宮
に
住
ま
わ
せ
た
。
朱
雀
天
皇
も
治
世

の
半
分
は
穏
子
居
済
に
ほ
ど
近
い
後
宮
殿
舎
で
過
ご
し
て
い
る
。
そ
し
て
穏
子
の
力
を
背
景
に
種
子
の
近
親
に
よ
る
特
定
殿
舎
の
私
物
化
と
も

い
う
べ
き
状
況
が
見
ら
れ
る
。
場
所
は
飛
香
舎
で
あ
る
。
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朱
雀
朝
に
お
い
て
、
飛
香
舎
は
、
故
保
明
皇
太
子
妃
で
あ
る
御
阿
殿
別
当
の
ち
に
尚
侍
の
藤
原
貴
子
(
忠
平
女
)
の
居
所
で
あ
っ
た
。

方
で
穏
子
自
身
や
朱
雀
天
皇
が
居
所
と
し
て
使
用
し
た
時
期
も
あ
り
、
忠
平
も
飛
香
舎
を
直
鹿
に
し
て
い
る
。
ま
た
成
明
と
安
子
の
婚
儀
が

行
わ
れ
、
さ
ら
に
安
子
の
居
所
、
成
明
の
居
所
で
あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
。
穏
子
を
中
心
に
考
え
る
と
、
朱
雀
天
皇
と
成
明
は
息
子
、
忠
平
は

兄
、
貴
子
は
姪
に
し
て
亡
き
息
子
の
キ
サ
キ
、
安
子
は
兄
の
孫
に
し
て
息
子
の
キ
サ
キ
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
穏
子
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
と
も
い
う

べ
き
人
々
が
、
飛
香
舎
を
引
き
続
い
て
、
あ
る
い
は
同
時
に
使
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
代
未
聞
の
親
王
の
婚
儀
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
た

の
も
飛
香
舎
が
一
種
の
私
有
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
十
一
世
紀
に
は
道
長
二
家
が
同
じ
く
飛
香
舎
を
な
か
ば
私

有
化
し
、
娘
の
彰
子
・
耕
子
・
威
子
ら
が
次
々
に
曹
司
と
し
、
道
長
が
後
宮
直
塵
と
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
先
駆
と
い
え
る
だ
ろ

、つノ
O

実
際
、
母
后
穏
子
が
大
き
な
権
力
を
握
っ
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

い
く
つ
か
例
を
あ
げ
る
と
、
後
宮
関
係
の
こ
と
に
つ
い
て
は
朱

一
己
と
の
記
事
が

雀
や
村
上
の
キ
サ
キ
選
定
の
ほ
か
に
も
、
『
貞
信
公
記
』
天
慶
八
年
九
月
二
日
条
に
「
但
女
子
事
令
レ
啓
二
中
宮
(
穏
子
)

見
え
る
。
ま
た
同
九
年
九
月
一
日
条
に
は
「
召
二
両
宰
相
一
仰
下
遮
可
レ
宿
二
侍
禁
中
一
之
状
上
、
是
依
二
中
宮
御
消
息
一
也
。
」
と
あ
り
、
後
宮

と
は
限
ら
な
い
が
「
禁
中
」
に
常
に
二
人
の
参
議
(
穏
子
甥
の
師
氏
・
師
予
)
の
ど
ち
ら
か
が
宿
侍
す
る
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
。
『
九
暦
」

承
平
六
年
十
月
二
十
四
日
条
に
は
甥
の
師
輔
が
、
故
保
忠
(
穏
子
甥
)
の
た
め
の
度
者
の
有
無
に
つ
い
て
や
は
り
穏
子
の
仰
せ
の
通
り
に
処
理

し
て
い
る
様
子
が
見
え
、
実
家
で
あ
る
藤
原
摂
関
家
内
部
の
こ
と
に
対
し
て
大
き
な
発
言
権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
何
よ
り
も
穏
子

の
影
響
力
を
表
す
の
は
、
朱
雀
天
皇
が
母
后
に
「
い
ま
は
東
宮
ぞ
か
く
て
み
き
こ
え
ま
ほ
し
き
」
と
言
わ
れ
た
た
め
に
、
心
な
ら
ず
も
皇
太
弟

に
譲
位
し
た
と
い
う
「
大
鏡
』
巻
六
が
伝
え
る
逸
話
で
あ
ろ
う
。
藤
木
、
服
藤
両
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
穏
子
は
、
同
じ
く
国
政
を
左
右
し

た
一
条
生
母
束
三
条
院
詮
子
と
同
質
の
権
限
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

穏
子
以
降
の
母
后
が
大
き
な
政
治
的
影
響
力
を
持
ち
得
た
理
由
と
し
て
、
服
藤
氏
は
第
一
に
天
皇
と
の
同
殿
、
第
二
に
天
皇
に
対
す
る
親
権
、

特
に
父
没
後
に
お
け
る
母
の
親
権
の
浸
透
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
口
そ
の
上
で
更
に
注
目
し
た
い
の
は
、
後
宮
空
間
を
自
身
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
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に
使
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

こ
の
時
期
に
、
後
宮
に
い
る
姉
妹
や
娘
に
便
乗
す
る
形
で
公
卿
の
後
宮
直
麗
が
形
或
さ
れ
る
こ
と
は
す
で
に
先
学
の
指
摘
の
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
話
。
そ
れ
に
よ
る
と
後
官
直
腐
の
史
料
上
の
初
出
は
耳
信
公
記
」
恭
平
元
年
(
九
三
百
条
で
、
前
年
日
新
帝
朱
雀
の
摂

)
一
一
一
月
十

政
に
任
じ
ら
れ
た
忠
平
が
凝
華
舎
を
使
づ
て
天
皇
権
の
行
使
と
い
え
る
除
目
を
行
な
っ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
忠
平
は
こ
の
後
、
凝
華
舎
の

ほ
か
飛
香
舎
を
使
用
し
、
除
目
を
行
な
っ
た
り
見
参
を
奏
さ
せ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
後
宮
で
は
な
い
が
、
穏
子
が
出
産
に
利
用
し
、
後
宮
の

北
、
内
裏
に
准
じ
て
扱
わ
れ
る
中
重
に
位
置
す
る
桂
芳
坊
も
直
庫
と
し
て
使
用
し
除
目
議
な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
。
従
来
、
摂
政
権
確
立
の

表
徴
で
も
あ
る
後
宮
直
車
は
摂
関
の
鶴
か
ら
言
設
さ
れ
て
き
た
が
、
後
宮
の
本
来
の
住
人
で
あ
る
キ
サ
キ
側
か
ら
語
ら
、
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ

た
よ
う
に
思
う
。
朱
雀
朝
初
め
、
忠
平
の
持
に
後
宮
直
麗
が
蛤
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
幼
膏
の
母
后
穏
子
の
意
向
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
口
妹
の
諒
子
が
母
后
と
し
て
ゆ
る
ぎ
な
い
権
威
を
確
立
し
後
宮
を
支
献
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
忠
平
は
そ
の
権
威
に
便
乗
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
穏
子
が
後
押
し
を
す
れ
ば
こ
そ
後
宮
直
農
を
持
つ
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
兄
が
天
臭
代
行
と
し

て
後
宮
直
鹿
で
除
目
な
ど
を
行
な
う
と
い
う
こ
と
は
、
穏
子
自
身
の
権
威
に
も
跳
ね
返
っ
て
こ
よ
う
。
摂
政
忠
平
が
後
宮
に
痘
崖
を
持
つ
こ
と

は
、
摂
政
と
母
后
の
よ
り
親
密
な
関
採
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
母
活
の
意
向
を
実
現
さ
せ
や
す
く
な
る
こ
と
も
意
味
し
よ
う
。
奈
良
時
代
の
光

明
皇
太
后
は
紫
微
中
台
と
い
う
太
政
官
か
ら
独
立
し
た
宮
司
を
も
ち
自
分
の
意
向
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
穏
子
は
太
鼓
官

ト
ッ
プ
で
あ
与
摂
政
で
あ
る
忠
平
に
、
後
宮
や
そ
の
近
辺
に
室
腐
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
直
接
的
に
自
分
の
意
向
を
反
瑛
さ
せ
る

(
幻
)

手
段
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
穂
子
が
こ
れ
ま
で
の
母
貯
と
最
も
鴻
っ
た
点
で
あ
り
、
穏
子
以
降
、
母
貯
が
権
力
を
持
つ
持
代
が
始

ま
る
大
き
な
理
曲
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
。
同
時
に
、
後
宮
と
い
う
場
を
舞
企
と
し
て
天
皇
と
母
一
応
と
摂
関
が
よ
り
親
密
に
な
り
、
皇
太
子
と

次
代
の
母
后
と
摂
関
も
親
密
に
な
り
、
ミ
ウ
チ
意
識
が
強
固
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
忠
平
の
時
代
が
摂
関
棋
に
お
い
て
も
画
期
と

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
母
后
穏
子
が
所
生
子
や
実
家
で
あ
る
摂
罷
家
を
巻
き
込
ん
だ
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
を
内
裏
後
宮
空
間
に
形
成
し
た
こ
と

は
、
平
安
時
代
の
政
治
史
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
二
節

穏
子
以
降

以
下
、
簡
単
に
花
山
朝
ま
で
を
見
て
い
く
。
天
皇
居
所
は
基
本
的
に
清
涼
殿
に
固
定
さ
れ
た
。

穏
子
崩
御
後
、
村
上
妻
后
に
藤
原
師
輔
女
安
子
が
立
つ
。
居
所
は
昭
陽
舎
、
つ
い
で
飛
香
舎
、
後
に
は
弘
徽
殿
で
あ
っ
た
。
村
上
朝
の
皇
太

子
憲
平
親
王
は
生
後
二
ヶ
月
で
立
て
ら
れ
、
中
重
の
桂
芳
坊
を
居
所
と
し
た
。
遷
御
時
に
母
安
子
が
共
に
午
車
に
乗
っ
て
い
た
の
は
お
そ
ら

く
行
啓
の
介
添
え
と
し
て
で
あ
り
、
ま
も
な
く
飛
香
舎
に
還
御
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
桂
芳
坊
は
後
宮
に
ほ
ど
近
い
と
は
い
え
、
母
と
共
に
内

い
ま
だ
安
子
が
女
御
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
、
母
安
子
が
皇
后
に
立
て
ら
れ
る
以
前

裏
に
住
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、

の
天
暦
八
年
(
九
五
四
)
に
内
裏
凝
華
舎
に
入
御
し
た
。
も
は
や
皇
太
子
が
内
裏
に
住
む
の
に
后
腹
で
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
皇
太
子
は
完

全
に
内
裏
の
住
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
憲
平
は
ほ
か
に
昭
陽
舎
、
襲
芳
金
口
(
雷
鳴
壷
)
も
居
所
と
し
た
。

「
母
后
」
安
子
所
生
の
皇
子
女
は
皇
太
子
以
外
も
内
裏
に
住
ん
で
い
た
。
例
え
ば
康
保
元
年
(
九
六
四
)
の
為
平
親
王
の
子
の
日
の
遊
び
は

内
裏
か
ら
出
発
し
て
い
る
回
、
『
栄
華
物
語
」
が
伝
え
る
安
子
崩
御
直
前
の
有
様
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
健
在
の
所
生
子
四
人
全
員
が
内
裏
に

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
安
子
崩
御
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
為
平
親
王
と
源
高
明
女
の
婚
儀
は
、
村
上
と
安
子
の
内
裏
婚
儀
を
例
と
し

て
昭
陽
舎
で
行
わ
れ
、
守
平
親
王
の
読
書
始
は
弘
徽
殿
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、
彼
ら
は
安
子
の
崩
御
後
も
内
裏
、
そ
れ
も

安
子
居
所
で
あ
っ
た
弘
徽
殿
に
い
つ
づ
け
、
時
に
や
は
り
か
つ
て
安
子
が
使
用
し
て
い
た
昭
陽
舎
を
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
皇
后
所
生
以
外
の
村
上
皇
子
女
は
や
は
り
内
裏
に
住
め
ず
、
例
え
ば
第
一
親
王
で
あ
る
広
平
親
王
に
も
そ
の
特
権
は
与
え
ら
れ
な
か
っ

た。
ま
た
醍
醐
皇
女
で
村
上
同
母
妹
康
子
内
親
王
は
、
母
后
穏
子
在
世
中
は
母
后
と
共
に
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
崩
御
後
も
結
婚
す

る
ま
で
は
内
裏
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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持
泉
朝
・
円
融
朝
・
花
山
朝
に
お
い
て
は
、
冷
泉
・
円
融
母
后
安
子
、
花
山
生
母
の
女
御
穣
子
と
も
に
所
生
子
即
位
前
に
莞
じ
て
い
る
。
冷

泉
妻
后
の
日
日
子
内
親
王
、
月
融
妻
后
の
遵
子
が
夫
譲
位
に
あ
た
っ
て
内
裏
を
退
出
し
て
い
る
の
は
あ
る
意
味
で
は
平
安
初
期
の
姿
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
新
天
皇
の
母
后
で
は
な
く
内
裏
在
住
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
は
昔
、
つ
ま
で
も
な
い
。

巣
太
子
は
基
本
的
に
内
義
後
宮
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
円
融
朝
の
皐
太
子
師
貞
親
王
は
今
上
の
甥
、
生
時
は
女
御
で
あ
る
が
、
続
華
舎
あ
る

い
は
昭
揚
舎
を
居
所
と
し
て
い
る
。
天
皇
と
の
親
子
関
係
や
后
腹
で
あ
る
こ
と
に
関
係
な
く
、
皇
太
子
の
内
裏
在
住
が
定
着
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
た
だ
し
こ
の
頃
は
、
内
裏
焼
亡
が
何
度
も
起
き
、
そ
れ
に
伴
う
塁
内
裏
期
需
に
は
、
天
皇
と
は
別
の
邸
に
住
む
こ
と
も
多
か
っ
た
。

円
融
朝
、
花
山
朝
と
も
天
皇
生
母
腹
の
姉
妹
は
基
本
的
に
は
内
裏
に
住
ん
で
い
た
。
円
融
の
同
母
姉
諒
三
人
の
う
ち
、
ま
ず
資
子
・
内
親
王
は

(
肌
)

円
一
様
朝
を
通
し
て
内
裏
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
輔
子
内
親
王
は
内
裏
参
入
の
例
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
論
泉
朝
の
伊
勢

斎
宮
で
あ
っ
た
こ
と
が
関
保
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
う
一
人
の
選
予
内
毅
王
は
天
雑
元
年
(
九
七
三
)
の
藤
原
姐
子
入
内
の
と
き
、
同

じ
い
麓
車
で
内
裏
へ
拳
入
し
、
四
ヵ
月
後
、
娘
子
が
立
后
宣
旨
を
受
け
る
た
め
に
患
第
に
退
去
し
た
と
き
に
も
、
や
は
り
同
じ
綾
車
で
退
出
し
て

い
る
こ
と
が
史
料
に
残
る
。
ま
た
、
翌
二
年
の
著
裳
は
円
融
出
御
の
も
と
、
清
涼
殿
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
の
内
裏
在
住
も
し
く
は

参
入
例
が
見
え
な
い
の
は
、
翌
年
に
賀
茂
斎
院
に
ト
定
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

花
山
製
に
は
天
皇
同
母
姉
宗
子
肉
親
王
が
飛
香
舎
に
住
ん
で
い
る
。
朱
雀
朝
以
降
、
后
震
の
内
親
王
が
内
裏
に
い
る
併
は
あ
っ
た
が
、
宗

子
の
母
壊
子
は
女
御
で
あ
っ
た
り
天
皇
の
同
母
姉
抹
で
事
る
こ
と
が
内
裏
在
住
の
根
拠
に
な
る
と
い
う
意
味
は
、
后
践
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な

の
で
は
な
く
、
天
県
生
母
の
所
生
で
あ
る
こ
と
が
議
裂
で
あ
づ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
一
方
、
花
山
田
時
姉
の
尊
子
内
親
王
が
内
議
に
い
た

形
跡
が
な
い
の
は
、
先
帝
円
融
の
女
御
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
平
安
官
の
初
め
か
ら
一
貫
し
て
、
先
帝
と
先
広
明
キ
サ
キ
た
ち
は
内
裏
か
ら

排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
大
原
期
よ
り
も
今
上
生
母
で
あ
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
、
母
后
は
先
帝
キ
サ
キ
の
一
人
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
内
裏
に
入
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
毒
る
。
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以
上
、
穏
子
の
時
代
と
、
そ
の
後
、
花
山
朝
ま
で
を
見
て
き
た
。
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
宇
多
天
皇
に
よ
っ
て
、
内
裏
居
住
の
母
后
を
紐

帯
と
し
て
天
皇
・
外
戚
の
ミ
ウ
チ
意
識
を
育
て
る
シ
ス
テ
ム
は
停
止
さ
れ
、
摂
関
政
治
は
い
っ
た
ん
終
わ
り
を
告
げ
て
い
た
。
し
か
し
醍
醐
朝

後
半
に
皇
太
子
の
安
定
の
た
め
に
摂
関
家
の
穏
子
が
妻
后
と
し
て
立
后
さ
れ
后
権
を
握
り
、
内
裏
に
入
る
権
利
を
持
た
な
い
宇
多
上
皇
の
手
が

届
き
に
く
い
後
宮
空
間
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
穏
子
は
怨
霊
へ
の
恐
怖
と
后
所
生
を
根
拠
に
所
生
の
皇
子
女
を
内
裏
に
い
れ
、

つ
い
で

皇
太
子
居
所
を
も
内
裏
に
取
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
さ
ら
に
次
代
天
皇
と
次
代
母
后
、
外
戚
の
聞
に
ミ
ウ
チ
意
識
を
育
て

る
シ
ス
テ
ム
が
作
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
今
度
は
よ
り
幼
い
皇
太
子
の
う
ち
か
ら
で
あ
る
か
ら
、
即
位
後
に
開
始
す
る
よ
り
も
確
実
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
皇
太
子
が
即
位
し
た
と
き
、
す
な
わ
ち
朱
雀
朝
に
、
天
皇
・
母
后
・
外
戚
の
円
満
な
関
係
を
背
景
に
、
穏
子
兄
の
忠
平
が
摂
政
と

な
り
再
び
摂
関
政
治
が
始
ま
る
。
そ
し
て
穏
子
以
後
も
、
母
后
や
「
母
后
」
を
紐
帯
に
天
皇
や
皇
太
子
と
摂
関
が
ミ
ウ
チ
意
識
で
結
ば
れ
、
政

局
が
運
営
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
母
后
の
内
裏
居
住
は
摂
関
政
治
と
密
接
に
つ
な
が
り
、
あ
る
意
味
で
の
王
権
の

安
定
に
深
く
寄
与
し
た
の
で
あ
る
。

穏
子
の
時
期
に
後
宮
殿
舎
を
キ
サ
キ
の
近
親
で
あ
る
が
公
卿
が
直
雇
と
し
て
使
用
し
は
じ
め
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
摂
関
は
後
宮
を

支
配
す
る
母
后
権
力
を
背
景
に
後
宮
直
塵
を
持
ち
、
そ
こ
で
除
目
を
行
な
う
な
ど
天
皇
権
の
一
部
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
他
の
太

政
官
メ
ン
バ
ー
と
は
隔
絶
し
た
権
威
と
権
力
を
手
に
し
た
。

一
方
、
后
に
と
っ
て
は
、
ミ
ウ
チ
で
あ
る
摂
闘
が
後
宮
で
天
皇
権
を
行
使
す
る

こ
と
は
自
身
の
権
威
に
は
ね
か
え
る
上
、
居
所
近
く
に
摂
関
が
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
意
向
を
具
現
化
す
る
ル

1
ト
を
よ
り
確
か
に
得

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
古
川
真
司
氏
は
伊
予
、
も
し
く
は
兼
家
以
降
か
ら
「
平
安
宮
内
裏
は
天
皇
家
・
藤
原
氏
の
主
要
成
員
が
集
住
す

(
防
)

る
場
と
な
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
自
ら
が
中
心
に
位
置
す
る
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
を
後
宮
に
形
成
し
た
穏
子
の
時
期
に
遡
ら
せ
る

こ
と
が
で
き
、
穏
子
こ
そ
が
そ
の
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
見
落
と
せ
な
い
の
で
あ
る
。
穏
子
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
族
の
公
卿
ら
は
天
皇
や
皇
太
子

に
よ
り
近
い
「
場
」
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
次
代
へ
伝
え
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
王
権
の
安
定
の
た
め
に
九
世
紀
半
ば
に
作
ら
れ
た
母

后
の
内
裏
居
住
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、
十
世
紀
前
半
の
母
后
穏
子
に
よ
っ
て
さ
ら
に
母
后
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
が
内
裏
に
居
住
す
る
と
い
う
発
展
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を
み
せ
、
こ
れ
が
「
母
后
の
時
代
」
「
摂
関
全
盛
期
」
を
招
聴
す
る
原
動
力
の
一
つ
に
な
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
c

お

わ

り

三
章
に
わ
た
っ
て
、
平
安
時
代
花
山
朝
ま
で
、
母
后
を
中
、
心
に
天
皇
家
メ
ン
バ
ー
の
居
住
場
所
の
検
討
を
行
な
っ
た
。
本
論
で
検
討
し
た
こ

と
を
簡
単
に
ま
と
め
る
。

平
安
宮
内
裏
の
居
住
者
は
天
皇
と
妻
后
が
中
心
の
時
代
か
ら
、
天
皇
と
母
后
が
中
心
の
時
代
に
、
更
に
は
特
に
後
宮
に
お
い
て
母
話
を
核
に

し
た
い
わ
ば
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
時
代
へ
と
変
化
し
て
い
?
た
こ
と
が
わ
か
?
た
。

第
一
の
剛
期
は
仮
内
来
期
の
文
徳
朝
後
半
も
し
く
は
清
和
拐
に
担
こ
っ
た
。
頼
子
も
し
く
は
明
子
の
特
に
、
母
日
肢
は
内
裏
居
住
と
そ
れ
に
伴

う
E
常
的
「
後
見
」
と
い
う
、
父
院
と
は
違
う
独
自
の
権
能
を
手
に
入
れ
た
。
正
式
の
内
裏
に
お
い
て
も
天
皇
と
母
后
の
同
居
は
徐
々
に
定
着

し
て
い
き
、
妻
后
居
所
で
あ
っ
た
は
ず
の
常
寧
殿
は
母
居
居
所
と
な
る
。

第
二
の
画
期
は
醍
醐
妻
后
に
し
て
朱
雀
・
村
上
の
生
母
で
為
る
懇
子
の
時
に
訪
れ
る
。
皇
太
子
を
含
む
母
活
(
「
母
后
」
)
所
生
子
の
み
が
内

裏
後
宮
内
に
住
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
天
皇
を
中
心
に
後
宮
成
員
が
決
ま
っ
て
い
た
こ
れ
以
前
と
異
な
り
、
母
話
と
の
関

係
を
基
準
に
し
て
後
官
居
柱
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
一
段
織
の
母
后
内
議
進
出
の
深
度
に
あ
わ
せ
て
、
時
貯
の
外
戚
で
あ
る
藤
原
摂
関
家
も
二
段
階
に
大
内
農
お
よ
び
内
裏
に
進
出
し
て
い

く
。
最
初
は
大
内
裏
内
職
御
曹
可
に
、
や
が
て
内
裏
内
の
後
宮
殿
舎
に
、
直
慮
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
特
に
穏

子
以
降
、
独
自
の
命
令
系
統
を
持
た
な
い
母
后
は
自
分
の
意
志
を
反
映
さ
せ
る
手
段
を
摂
関
を
通
し
て
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
従
来
は
個
々
に
投
討
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
天
皇
家
メ
ン
バ
ー
の
居
所
に
つ
い
て
、

一
定
期
間
を
総
合
的
に
見
る
こ
と
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で
、
母
后
と
天
皇
の
同
居
や
母
后
の
内
裏
居
住
と
は
王
権
の
安
定
化
を
は
か
る
た
め
に
創
出
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
后
に
最
も
期
待
さ
れ
た
政
治
的
機
能
の
一
つ
は
、
天
皇
と
摂
関
、
あ
る
い
は
次
期
天
皇
と
摂
関
を
結
ぶ
紐
帯

と
し
て
の
働
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
果
た
せ
た
の
が
妻
后
で
は
な
く
母
后
で
あ
っ
た
た
め
に
、
母
后
の
政
治
的
重
み
は
増
し
、
「
国
母
の
時
代
」

と
な
り
、
こ
れ
が
摂
関
時
代
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
内
裏
後
宮
と
は
、
単
に
天
皇
キ
サ
キ
が
住
み
皇
位
継
承
者
の
再
生
産
が

行
な
わ
れ
る
場
で
は
な
く
、
母
后
と
天
皇
と
摂
関
、
あ
る
い
は
「
母
后
」
と
皇
太
子
と
摂
関
が
互
い
に
権
威
を
高
め
あ
い
補
完
し
あ
い
な
が
ら
、

王
権
中
枢
を
形
成
し
て
い
く
た
め
の
中
心
的
な
場
と
な
っ
た
と
い
う
評
価
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
淳
和
妻
后
正
子
内
親
王
以
降
、
醍
醐
朝
後
半
ま
で
妻
后
は
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
妻
后
不
在
期
」

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
西
野
悠
紀
子
氏
は
皇
后
の
権
力
が
親
権
の
一
部
と
し
て
の
母
権
の
前
に
崩
壊
し
て
い
る
と
さ
れ
た
承
和
の
変
を
例
に

(
揃
)

と
り
、
母
后
の
優
越
が
皇
后
不
在
を
ひ
き
お
こ
し
た
と
さ
れ
た

D

ま
た
並
木
和
子
氏
は
当
時
の
妻
后
は
所
生
子
の
皇
嗣
決
定
後
に
事
後
的
に

生
母
に
与
え
ら
れ
る
地
位
で
あ
り
、
当
該
期
は
皇
位
が
直
系
で
継
承
さ
れ
た
ゆ
え
に
立
后
に
よ
っ
て
皇
嗣
を
明
示
す
る
必
要
が
無
か
っ
た
た
め

(
即
)

と
さ
れ
た
。
ま
た
両
氏
と
も
、
背
景
に
は
当
時
の
社
会
に
お
け
る
嫡
妻
観
念
の
未
熟
さ
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
王
権
内
に
独
自
の
地
位
を
獲
得
し
た
母
后
の
存
在
に
よ
っ
て
妻
后
が
生
ま
れ
る
意
味
も
余
地
も
希
薄
に
な
っ
た

こ
と
も
、
妻
后
空
白
期
が
生
ま
れ
た
一
要
因
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

(
鵬
)

改
め
て
考
え
る
と
、
妻
后
が
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
仁
明
朝
・
文
徳
朝
・
清
和
朝
・
陽
成
朝
、
(
光
孝
朝
は
特
殊
な
の
で
省
く
)
宇
多
朝
・
朱

雀
朝
は
常
に
母
后
が
治
世
を
通
じ
て
生
き
て
い
る
。
醍
醐
朝
の
場
合
は
、
祖
母
后
班
子
女
王
崩
御
後
も
養
母
后
温
子
崩
御
後
も
し
ば
ら
く
、
穏

子
の
立
后
は
図
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
后
権
を
持
つ
も
の
の
誕
生
を
望
ま
な
い
宇
多
上
皇
の
存
在
ゆ
え
と
考
え

ら
れ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
穏
子
立
后
時
も
母
后
は
存
在
し
て
い
な
い
。
村
上
朝
に
お
い
て
は
母
后
穏
子
崩
御
の
四
年
後
、
皇
太
子
生
母
で
あ
る

安
子
が
立
后
す
る
。
実
は
穏
子
崩
御
の
わ
ず
か
っ
五
月
後
、
皇
太
子
憲
平
は
女
御
所
生
の
皇
太
子
は
内
裏
に
住
め
な
い
と
い
う
例
を
破
り
、
内

裏
凝
華
舎
に
入
御
し
て
い
た
。
后
の
地
位
に
と
も
な
う
後
宮
の
支
配
権
の
一
部
は
す
で
に
安
子
の
手
に
移
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
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は
穏
子
と
安
子
の
対
立
関
係
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
時
点
で
は
后
と
い
う
地
位
に
あ
り
后
権
を
持
つ
者
二
人
が
同
時
に
内
裏
に
企
む

こ
と
が
避
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
c

内
裏
に
二
人
の
天
皇
(
天
皇
と
太
上
天
皇
)
が
決
し
て
存
在
し
え
な
か
っ
た
こ
と
と
同
様
、
内

裏
に
母
后
と
妻
后
と
い
う
二
人
め
后
が
同
時
に
住
む
こ
と
は
長
ら
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
a

こ
れ
は
現
に
母
后
を
紐
帯
に
シ
ス
テ
ム
を
働
か

せ
て
い
る
天
皇
家
側
、
掛
関
側
と
も
に
、
奏
后
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
力
構
造
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
を
忌
避
し
た
耐
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
内
議
・
在
住
の
母
后
の
存
在
が
喪
后
誕
生
を
担
申
告
す
る
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
働
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
持
期
、
国
家
的
意
志
の
最
終
決
定
者
は
あ
く
ま
で
天
皇
で
あ
り
、
そ
の
天
皇
が
住
ま
う
内
裏
こ
そ
が
設
治
の
中
心
で
あ
っ
た
。
母
后
が

内
裏
の
外
か
ら
中
へ
入
っ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
王
権
中
枢
の
毘
縁
部
か
ら
中
心
部
へ
と
入
り
込
ん
だ
こ
と
を
意
味
し
よ
う
c

も
ち
ろ
ん
、
内
裏

か
ら
排
諒
さ
れ
つ
づ
け
た
と
は
い
え
、
天
皇
に
父
権
を
行
使
で
き
、
母
后
に
勝
る
規
摸
の
家
政
機
関
や
私
的
主
従
関
係
を
も
っ
父
院
の
王
強
構

成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
権
践
を
過
小
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
し
、
家
父
長
と
し
て
の
父
院
の
崩
御
後
に
そ
の
代
行
者
と
し
て
母
活
が
権
力
を
持

ち
得
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
は
州
間
違
い
な
い
。
し
か
し
何
時
に
、
天
皇
と
同
じ
空
間
に
い
る
こ
と
が
で
き
た
母
貯
の
窓
昧
も
過
小
評
錯
す

べ
き
で
は
な
く
、
父
院
が
生
存
し
て
い
て
も
な
お
当
該
期
の
政
治
が
円
滑
に
運
営
さ
れ
る
鍵
は
母
后
が
握
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
母
活
は

生
物
学
的
な
天
皇
母
と
い
う
立
場
か
ら
、
王
権
内
に
お
け
る
人
間
関
係
の
要
と
し
て
の
「
国
の
母
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
権
能
の
擦
は

内
裏
居
住
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
「
国
母
の
時
代
」
は
や
が
て
終
わ
り
、
父
践
の
時
代
、
院
政
期
に
移
っ
て
い
く
。
そ
の
聞
に
位
聾
す
る
一
条
朝
か
ら
後
詰
泉
朝
の

検
討
を
行
な
え
な
か
っ
た
の
で
こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
母
貯
と
父
院
の
比
較
の
み
で
見
通
し
を
述
べ
る
と
、
あ
く
ま
で

も
夫
議
へ
の
奉
仕
の
場
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
後
宮
を
柱
処
と
し
、
天
内
一
点
権
力
に
あ
ま
り
に
も
密
着
す
る
形
で
力
を
得
た
こ
と
が
母
活
の
限
界

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
男
院
に
准
じ
て
女
院
と
な
っ
た
後
に
も
内
裏
参
入
が
可
能
で
あ
っ
た
天
皇
生
母
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
独
自
の
命
令

系
統
を
作
り
上
げ
る
こ
と
を
怠
り
、
内
裏
外
で
着
々
と
組
織
を
作
母
上
げ
た
男
院
に
や
が
て
そ
の
権
力
の
一
部
が
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
が
、
こ
の
、
内
裏
と
い
う
場
が
も
っ
意
味
と
王
権
構
造
の
変
化
に
つ
い
て
は
後
考
を
期
し
た
い
。
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【註】

西
野
悠
紀
子
氏
が
検
討
さ
れ
て
い
る
(
「
九
世
紀
の
天
皇
と
母
后
」

(
『
古
代
史
研
究
』
一
六
一
九
九
九
)
)
。
氏
は
そ
の
中
で
、
九
世
紀

の
母
后
が
若
年
の
天
皇
の
家
の
長
と
し
て
果
た
し
た
役
割
の
重
要
性

を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
皇
と
母
后
の
関
係
に
つ
い
て
は
服

藤
早
苗
氏
の
「
王
権
と
国
母
l

王
朝
国
家
の
政
治
と
性
」
(
『
民
衆

史
研
究
』
五
六
一
九
九
八
)
、
「
九
世
紀
の
天
皇
と
国
母
|
女
帝
か

ら
国
母
へ
」
(
『
物
語
研
究
』
第
三
号
二

O
O
三
)
に
詳
し
い
。
以

下
、
適
宜
触
れ
て
い
き
た
い
。

(
7
)

鬼
頭
清
明
「
皇
后
宮
職
論
」
(
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報

第
二
十
二
冊
「
研
究
論
集
E
』
一
九
七
七
)
、
橋
本
氏
註

(
1
)
第

一
論
文
。

(
8
)

光
明
皇
后
以
前
の
后
が
天
皇
大
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
桓
武
妻
后
藤
原
乙
牟
漏
も
長
岡
宮
の
前
殿
に
天
皇

と
並
び
御
し
た
例
が
あ
り
(
「
続
日
本
紀
」
延
暦
七
年
正
月
甲
子

(
十
五
日
)
条
)
、
共
同
統
治
者
と
し
て
の
皇
后
の
名
残
が
見
ら
れ
る
。

一
方
で
、
男
女
役
割
観
念
に
よ
る
母
儀
の
人
と
し
て
賞
賛
さ
れ
て
も

い
る
こ
と
は
西
野
氏
が
註

(
4
)
論
文
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

(
9
)

栗
林
茂
「
皇
后
受
賀
儀
礼
の
成
立
と
展
開
」
(
『
延
喜
式
研
究
」

八
一
九
九
三
)
。
皇
后
は
正
月
二
日
に
女
官
・
キ
サ
キ
を
含
む
後

宮
か
ら
賀
を
受
け
る
べ
き
存
在
と
な
っ
た
。

(
叩
)
岡
村
幸
子
「
天
皇
親
祭
祭
記
と
皇
后
」
(
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
五

七
一
九
九
七
)
。

(
日
)
橋
本
氏
註

(
1
)
第
一
論
文
。

(
ロ
)
橋
本
義
則
「
「
延
喜
式
』
校
訂
考
証
一
題
」
(
『
神
道
大
系
月
報
』

(
1
)

橋
本
義
則
「
平
安
宮
内
裏
の
成
立
過
程
」
(
『
平
安
宮
成
立
史
の

研
究
』
塙
書
房
一
九
九
五
初
出
一
九
九
一
の
改
稿
)
、
「
天
皇

宮
・
太
上
天
皇
宮
・
皇
后
宮
」
(
荒
木
敏
夫
編
『
ヤ
マ
ト
王
権
と
交

流
の
諸
相
古
代
王
権
と
交
流

5
』
名
著
出
版
一
九
九
四
)
、

「
「
後
宮
』
の
成
立
」
(
村
井
康
彦
編
『
公
家
と
武
家
』
思
文
閤
出
版

一
九
九
五
)
。

(
2
)

鈴
木
景
二
「
日
本
古
代
の
行
幸
」
(
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
一
一
五

一
九
八
九
)
、
春
名
宏
昭
「
太
上
天
皇
制
の
成
立
」
(
「
史
学
雑
誌
』

九
九
|
二
一
九
九
O
)
、
「
平
安
期
太
上
天
皇
の
公
と
私
」
(
『
史
学

雑
誌
』
百
三
一
九
九
一
)
、
仁
藤
敦
史
「
太
上
天
皇
制
の
展
開
」

(
『
歴
史
学
研
究
」
六
八
一
一
九
九
六
)
。

(
3
)

角
田
文
衛
「
平
安
内
裏
に
お
け
る
常
御
殿
と
上
の
御
局
」
(
「
紫

式
部
と
そ
の
時
代
』
角
川
書
庄
一
九
六
六
)
、
目
崎
徳
衛
「
仁
寿

殿
と
清
涼
殿
」
(
『
貴
族
社
会
と
古
典
文
化
』
古
川
弘
文
館
一
九
九

五
初
出
一
九
七

O
)
な
ど
。

(
4
)

角
田
文
衛
『
日
本
の
後
宮
』
(
学
燈
社
一
九
七
三
)
、
西
野
悠

紀
子
「
母
后
と
皇
后
|
九
世
紀
を
中
心
に
|
」
(
前
近
代
女
性
史
研

究
会
「
家
・
社
会
・
女
性
1
古
代
か
ら
中
世
へ
』
吉
川
弘
文
館
一

九
九
七
)
な
ど
。

(
5
)

山
下
克
明
「
平
安
時
代
初
期
に
お
け
る
『
東
宮
』
と
そ
の
所
在

地
に
つ
い
て
」
(
『
古
代
文
化
』
一
二
三
ー
ー
一
一
一
一
九
八
二
。

(
6
)

こ
の
う
ち
、
九
世
紀
の
天
皇
と
生
母
の
居
住
場
所
に
関
し
て
は
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一
O
四
一
九
九
一
)
、
鈴
木
亘
「
平
安
宮
常
寧
殿
の
復
元
」
(
「
平

安
宮
内
裏
の
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
一
九
九

0
1

(
日
〉
皇
太
子
程
ぃ
肉
親
壬
は
承
和
の
変
で
廃
さ
れ
る
と
た
だ
ち
に
母
后

正
子
内
親
王
が
住
む
淳
和
院
に
送
ら
れ
て
い
る
(
「
続
日
本
後
紀
』

承
和
九
年
八
月
甲
戎
(
十
三
日
)
条
〉
。
皇
太
子
位
を
下
り
さ
え
す

れ
ば
、
母
后
と
同
居
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
問
題
な
か
っ
た
。

(
U
H
)

註
(
2
)
各
論
文
。

(
日
)
栗
林
茂
「
平
安
朝
に
お
け
る
…
一
一
話
儀
礼
に
つ
い
て
l

饗
築
・
大

饗
儀
礼
と
朝
窺
行
幸
l

」
(
『
延
喜
式
研
究
』
一
一
一
九
九
五
)
、

競
藤
早
百
「
王
権
の
父
母
子
秩
序
の
成
立
l

顎
親
・
朝
拝
を
中
、
心
に

:
」
(
吋
平
安
王
朝
の
子
ど
も
た
ち
l
王
様
と
家
・
輩
1

い
吉
川
弘
文

館

二

O
O
西
初
出
一
九
九
九
)
。

(
訪
)
仁
藤
氏
註
(
2
)
論
文
。

(
口
)
認
祝
日
本
後
紀
い
承
和
九
年
各
自
条
お
よ
び
七
月
乙
弗
(
一
一
十

三
日
)
条
。

(認

)

E
崎
徳
衛
「
文
徳
・
清
和
需
天
皇
の
御
在
所
を
め
ぐ
っ
て
i

律

令
政
治
斑
退
過
税
の
一
分
析
l

」
(
註

(
3
)
議
所
収
初
出
一
九

七
O
)
。

(
m
m
)

「
呂
本
文
徳
天
皇
実
議
」
(
以
下
「
文
徳
実
録
」
と
略
)
嘉
持
一
一
一

年
一
一
一
丹
日
亥
(
一
一
十
一
日
)
条
、
仁
寿
一
一
一
年
(
八
五
一
一
一
)
二
月
庚
辰

(
二
十
日
)
条
、
斉
衡
元
年
四
月
丁
卯
(
十
三
日
)
条
。

(
お
)
「
百
本
三
代
実
録
』
(
以
下
「
一
一
一
代
実
録
」
と
略
)
元
農
八
年
一
一
一

丹
二
十
六
日
条
の
僧
正
法
印
大
和
尚
位
宗
叡
卒
伝
に
「
清
和
太
上
天

皇
為
二
儲
武
一
之
初
、
選
入
二
侍
東
宮
一
。
」
と
あ
る
。
「
入
侍
」
と
い

う
言
い
方
か
ら
「
東
宮
」
詰
場
所
を
指
す
と
考
え
る
。

(
幻
〉
才
一
代
実
識
」
点
観
元
年
四
月
十
八
日
条
凸

(
担
)
『
文
徳
実
録
』
嘉
承
ゴ
一
年
四
月
己
己
(
二
十
二
日
)
条
。

(
お
)
本
文
で
触
れ
た
以
外
に
、
仁
寿
コ
一
年
二
月
三
十
日
に
天
皇
が
冷

熱
院
特
幸
を
し
て
い
る
。
た
だ
し
母
貯
が
い
た
か
は
明
記
さ
れ
て
い

な
い
(
「
文
態
実
録
』
「
日
本
紀
略
』
同
百
条
)
。

(
鈍
)
こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
西
野
氏
も
註
(
6
)
論
文
の
中
で
触

れ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
古
制
真
湾
氏
は
「
棋
関
政
治
の
較
成
」
(
吋
律

令
官
僚
制
の
研
究
」
塙
書
一
房
一
九
九
八
拐
出
一
九
九
五
)
の
中

で
、
論
拠
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
が
文
徳
と
順
子
が
同
毘
泊
し
て
い

た
と
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
『
文
徳
実
録
」
『
一
二
代
実
録
」
「
日
本
紀
略
」
天
安
二
年
八
月
二

十
九
呂
条
お
よ
び
「
三
代
実
録
」
貞
観
元
年
四
月
十
八
日
条
。
こ
れ

ら
の
呼
称
に
議
乱
が
み
ら
れ
る
が
、
同
興
し
た
の
が
順
子
で
あ
る
こ

と
は
多
く
の
先
学
が
多
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
部
え
立
山

下
氏
註
(5}論
文
な
ど
。

(
お
)
削
減
藤
氏
註
(
6
)
第
一
一
論
文
。
即
位
式
に
お
け
る
母
后
の
役
割

に
つ
い
て
は
末
松
離
「
郊
位
式
に
お
け
る
摂
関
と
母
后
の
登
壇
」

(
「
日
本
史
研
究
」
四
四
七
一
九
九
九
)
に
詳
し
い
。

(
訂
)
円
一
一
一
代
実
録
」
貞
観
元
年
四
月
十
八
日
条
、
同
二
年
四
月
二
十

五
日
条
、
十
月
二
十
八
日
条
な
ど
。

(
お
)
吋
一
一
一
代
実
録
」
貞
観
一
一
一
年
四
月
…
百
条
。

(
加
)
「
一
一
一
代
実
録
」
貞
観
二
年
五
月
二
十
六
自
条
。

(
お
)
条
名
を
欠
く
が
、
「
来
年
詣
忌
条
」
の
次
の
「
十
二
月
晦

E
啓
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日
御
麻
条
」
と
も
い
う
べ
き
条
に
載
る
。

(
訂
)
『
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
三
一
月
二
十
三
日
条
で
、
「
内
殿
、
中
宮
、

神
泉
苑
三
処
」
に
お
い
て
大
般
若
経
が
転
読
さ
れ
た
の
も
、
内
殿
H

天
皇
居
所
、
中
宮
H

皇
太
后
明
子
居
所
北
殿
で
あ
ろ
う
。
内
裏
遷
御

後
も
「
内
殿
」
に
て
天
皇
居
所
で
行
な
う
べ
き
儀
礼
が
し
ば
し
ば
な

さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
内
裏
仁
寿
殿
を
指
す
。
ま
た
文
徳
天
皇
は
東
宮

仮
内
裏
時
に
は
中
殿
を
居
所
と
し
た
が
、
中
殿
H
内
殿
と
考
え
て
よ

か
ろ
、
っ
。

(
認
)
『
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
十
一
月
十
七
日
条
。

(
お
)
「
一
二
代
実
録
」
貞
観
十
一
年
二
月
十
一
日
条
。

(
誕
)
そ
の
意
味
で
は
、
父
子
関
係
に
な
か
っ
た
仁
明
天
皇
と
皇
太
子

恒
貞
が
冷
然
院
の
仮
内
裏
で
同
居
し
て
い
た
例
(
既
述
)
に
近
い
。

(
お
)
「
古
事
談
』
第
一
一
一
「
僧
行
」
な
ど
。

(
お
)
さ
ら
に
明
子
内
裏
入
御
の
翌
十
二
月
頃
に
は
良
房
の
養
女
高
子

が
入
内
し
て
い
る
(
女
御
宣
下
は
同
月
二
十
七
日
)
。
む
ろ
ん
後
宮

正
殿
に
住
ま
う
母
后
の
意
を
得
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
清
和

キ
サ
キ
の
中
で
は
、
良
房
の
政
敵
と
い
わ
れ
た
右
大
臣
良
相
の
女
多

美
子
が
従
ゴ
一
位
女
御
と
し
て
筆
頭
で
あ
っ
た
。

(
訂
)
『
大
鏡
』
裏
書
・
四
品
惟
喬
親
王
東
宮
諦
事
に
よ
る
と
、
応
天

門
の
変
の
時
点
で
す
で
に
直
塵
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た

だ
し
こ
の
時
点
で
は
明
子
は
ま
だ
東
宮
に
い
た
。
『
三
代
実
録
」
貞

観
十
四
年
三
月
七
日
条
で
も
良
房
が
「
禁
中
」
に
直
塵
を
持
っ
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

(
お
)
岡
村
幸
子
「
職
御
曹
司
に
つ
い
て
」
(
「
日
本
歴
史
』
五
八
二

一
九
九
六
)
。

(
却
)
「
三
代
実
録
」
貞
観
十
四
年
七
月
二
十
九
日
条
、
八
月
二
十
九

日
条
。

(
却
)
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
年
五
月
二
十
三
日
条
。

(
4
)

大
内
裏
内
で
あ
っ
て
も
内
裏
外
の
職
御
曹
司
な
ら
ば
、
先
帝
キ

サ
キ
が
入
御
す
る
こ
と
は
問
題
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
太
上
天
皇

も
内
裏
外
大
内
裏
内
に
入
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
註
(
臼
)
参

昭山
0

(
必
)
「
三
代
実
録
」
元
慶
四
年
十
二
月
五
日
条
、
元
慶
八
年
二
月
四

日
条
。

(
必
)
「
一
二
代
実
録
』
一
克
慶
元
年
三
月
八
日
条
。
な
お
西
野
氏
は
註

(
6
)
論
文
で
、
母
后
は
「
夫
で
あ
る
上
皇
の
死
や
出
家
の
後
に
は

所
生
の
天
皇
と
居
所
を
共
に
」
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
高
子

は
同
三
年
の
清
和
の
出
家
前
か
ら
夫
と
で
は
な
く
所
生
天
皇
と
同
居

し
て
い
た
。
母
后
は
夫
の
僧
俗
や
生
死
に
関
わ
ら
ず
自
動
的
に
所
生

天
皇
と
の
同
居
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
必
)
『
一
二
代
実
録
』
元
慶
四
年
十
二
月
五
日
条
。

(
必
)
在
原
業
平
と
の
恋
愛
は
有
名
で
あ
る
し
、
兄
基
経
と
も
う
ま
く

い
か
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
角
田
文
衛
氏
「
藤
原
高
子
の
生
涯
」

(
「
王
朝
の
映
像
』
東
京
堂
出
版
一
九
七
O

初
出
一
九
六
八
)
な

と。
(
必
)
最
右
翼
の
キ
サ
キ
で
あ
っ
た
基
経
女
の
女
御
温
子
は
東
宮
雅
院

を
居
所
に
し
て
い
た
(
「
宇
多
天
皇
御
記
』
寛
平
二
年
三
月
十
三
日

条
)
。
内
裏
で
は
弘
徽
殿
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
(
角
田
氏
註

(
4
)
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著
書
)
。

(
初
出
)
寛
平
四
年
一
一
一
丹
十
三
日
、
宇
多
天
皇
が
母
胎
六
十
袈
を
常
寧
殿

で
行
っ
て
い
る
。
詞
年
十
二
月
二
十
一
日
に
は
所
生
の
内
親
王
ら
が

賀
の
た
め
に
仏
経
供
養
を
常
寧
殻
で
行
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
菅
原

道
真
が
書
い
た
願
文
の
中
に
「
常
寧
中
殿
」
の
文
字
が
あ
る
。
さ
ら

に
翌
五
年
の
十
二
月
二
十
一
日
に
は
瑳
子
女
王
が
第
一
皇
女
忠
子
内

親
王
の
四
十
賀
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
願
文
の
中
に
も
「
中
殿
」
と

あ
る
勾
背
家
文
革
い
巻
十
ニ
)
。
班
子
女
王
の
問
所
が
常
準
殿
で
あ

っ
た
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

(
認
)
「
日
本
紀
略
」
寛
平
三
年
七
月
二
十
八
日
条
、
同
九
年
八
月
九

日
条
。

(
必
)
『
日
本
紀
略
」
寛
平
五
年
間
間
月
二
十
六
日
条

G

(
部
)
「
日
本
紀
略
』
延
喜
七
年
六
月
七
百
条
。

(
訂
)
沼
崎
徳
衛
「
宇
多
上
患
の
院
と
岡
政
」
(
註

(
3
)
番
所
収

初
出
一
九
六
九
)
。

(
泣
)
宇
多
は
建
春
門
近
道
で
入
御
を
臨
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
笥
日

本
紀
略
」
吋
扶
桑
略
記
』
な
ど
)
。
太
上
天
皇
が
大
内
裏
出
向
に
立
ち
入

る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
襲
醐
山
崩
御
直
前
に
宇
多
が
大
内

裏
内
の
右
近
衛
府
に
御
幸
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
弓
日
本

紀
略
」
延
長
八
年
九
月
二
十
八
日
条
)
。
ま
た
、
先
帝
の
内
裏
入
御

は
不
可
で
・
あ
る
と
い
う
認
識
を
宇
多
自
身
が
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、

譲
位
に
あ
た
q

て
歌
人
伊
勢
に
送
?
た
歌
「
身
ひ
と
つ
に
あ
ら
ぬ
許

を
お
し
な
べ
て
ゆ
き
め
ぐ
り
で
も
な
ど
か
見
、
ざ
ら
ん
」
(
「
再
び
こ
こ

(
宮
中
)
を
見
な
い
の
は
私
だ
け
で
あ
る
の
に
。
退
位
す
る
わ
け
で

も
な
い
一
般
の
人
達
は
再
び
一
民
っ
て
き
て
宮
中
を
見
れ
ば
よ
い
の
で

す
よ
心
(
新
日
本
古
典
文
学
大
系
吋
後
概
和
歌
集
い
巻
十
九
エ
か

ら
も
う
か
が
え
る
。

(
お
)
「
長
秋
記
』
保
延
一
克
年
(
一
二
二
五
)
六
月
七
日
条
に
よ
る
と
、

堀
川
斡
に
白
河
上
患
の
内
議
入
御
の
是
非
が
議
論
さ
れ
た
が
、
楊
成

上
皇
、
宇
多
上
皇
、
朱
雀
上
皇
が
内
裏
入
御
を
望
ん
だ
が
結
局
果
た

さ
な
か
っ
た
先
例
か
ら
、
結
局
、
沙
汰
や
み
と
な
っ
た
。
院
政
期
の

「
治
夫
の
君
」
で
す
ら
内
裏
入
御
の
禁
令
破
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

(
口
出
)
「
醗
醐
天
皇
制
御
記
」
慧
喜
四
年
四
月
八
日
条
。

(
部
)
穏
子
の
一
生
に
つ
い
て
は
、
角
田
文
衛
「
太
皇
太
后
様
子
」

(
「
紫
式
部
と
そ
の
時
代
」
角
的
川
書
定
一
九
六
六
)
、
藤
木
邦
彦

「
藤
原
穏
子
と
そ
の
時
代
」
(
「
平
安
王
朝
の
政
治
と
制
度
」
古
別
弘

文
館
一
九
九
一
)
に
詳
し
い
。

(
お
)
吉
川
氏
註
(
包
)
論
文
。

(
訂
)
古
瀬
奈
津
子
「
摂
関
政
治
成
立
の
歴
史
的
意
義
l

摂
関
政
治
と

母
后
i

」
(
『
日
本
史
研
究
』
西
六
三
二

O
O
ニ
、
服
藤
氏
註

(
6
)
第
二
論
文
。

〈
お
)
日
崎
氏
註
(
認
)
論
文
。

(
関
)
倉
本
一
宏
「
摂
関
期
の
政
権
構
造
天
皇
と
摂
関
と
の
ミ
ウ
チ

意
識
を
中
心
と
し
て
」
(
「
摂
関
政
治
と
王
朝
貴
族
』
吉
川
弘
文
館

ニ
0
0
0
初
出
一
九
九
一
の
改
稿
〉
。

(
紛
)
吉
川
氏
註
(
諮
)
論
文
、
倉
本
氏
註
(
印
)
論
文
、
「
「
栄
華
物

語
』
に
お
け
る
「
後
見
」
に
つ
い
て
」
(
同
書
所
寂
初
出
一
九
八
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八)。

(
臼
)
陽
成
朝
末
期
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
う
ま
く
働
か
ず
天
皇
退
位
と
い

う
事
態
が
う
ま
れ
た
の
は
、
紐
帯
と
な
る
べ
き
母
后
高
子
と
同
母
兄

基
経
の
関
係
が
悪
化
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

(
位
)
母
后
の
キ
サ
キ
選
定
権
に
つ
い
て
は
服
藤
氏
註

(
6
)
第
一
論

文
に
詳
し
い
。
な
お
、
醍
醐
天
皇
の
キ
サ
キ
に
つ
い
て
は
、
宇
多
上

皇
は
母
班
子
女
王
と
と
も
に
、
為
子
内
親
王
(
宇
多
同
母
妹
)
を
入

内
さ
せ
、
基
経
女
穏
子
の
入
内
に
は
強
く
反
対
し
た
。
し
か
し
時
平

と
醍
醐
が
穏
子
入
内
を
強
行
し
、
班
子
女
王
や
宇
多
は
そ
れ
を
怨
ん

だ
と
い
う
(
「
九
暦
』
天
暦
四
年
六
月
十
五
日
条
)
。
班
子
女
王
は
醍

醐
の
同
居
の
生
母
で
は
な
い
た
め
に
キ
サ
キ
選
定
権
を
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

(
臼
)
そ
も
そ
も
宇
多
は
、
温
子
が
二
十
二
歳
と
、
今
後
、
皇
子
を
産

む
可
能
性
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
あ
っ
た
時
点
で
、
藤
原
傍
流
出
身
で
公
卿

に
も
列
し
て
い
な
か
っ
た
高
藤
女
胤
子
所
生
の
敦
仁
を
立
太
子
し
て

し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
胤
子
死
後
、
温
子
を
皇
太
子
の
養
母
に
し
て

お
き
な
が
ら
妻
后
に
は
せ
ず
、
養
母
と
し
て
の
立
后
も
望
ま
な
か
っ

た
と
い
う
二
百
練
抄
』
応
保
元
年
十
二
月
十
六
日
条
所
引
伊
通
公

申
状
)
。
内
裏
居
住
の
母
后
の
存
在
が
妻
后
立
后
を
阻
ん
だ
こ
と
に

つ
い
て
は
、
「
お
わ
り
に
」
参
照
。

(
臼
)
並
木
和
子
「
平
安
時
代
の
妻
后
に
つ
い
て
」
(
『
史
潮
』
新
三
十

七
号
一
九
九
五
)
。

(
侃
)
『
吏
部
王
記
」
延
長
三
年
正
月
二
日
条
、
『
日
本
紀
略
』
同
年
六

月
十
九
日
条
。

(
侃
)
「
日
本
紀
略
』
延
長
八
年
九
月
二
十
一
日
条
に
穏
子
の
常
寧
殿

遷
御
の
記
事
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
清
涼
殿
落
雷
に
よ
り
不
予
の
天

皇
の
居
所
で
あ
っ
た
た
め
で
、
一
時
的
な
見
舞
い
で
あ
ろ
う
。

(
釘
)
「
貞
信
公
記
』
延
長
三
年
八
月
二
十
三
日
条
。
生
後
十
三
ヶ
月

の
寛
明
の
御
魚
昧
始
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
ゴ
一
年
八
月
二
十
九
日
条
に

は
、
寛
明
著
袴
が
天
皇
臨
御
の
も
と
弘
徽
殿
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
見

え
る
。

(
侃
)
岡
村
幸
子
氏
は
註
(
お
)
論
文
で
、
所
生
子
を
宮
内
で
生
み
育

て
る
こ
と
は
平
安
初
期
か
ら
の
皇
后
の
権
利
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
服
藤
早
苗
氏
に
よ
れ
ば
、
寛
明
親
王
以
前
は
、
内
裏
に

親
王
内
親
王
が
参
入
で
き
る
の
は
七
歳
の
天
皇
と
の
初
対
面
儀
を
終

え
た
後
で
あ
り
、
皇
太
子
で
さ
え
も
そ
れ
以
前
は
父
母
が
い
る
内
裏

に
参
入
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
「
平
安
朝
の
父
子
対
面
儀
と
子
ど

も
の
認
知
|
王
権
内
に
お
け
る
父
子
秩
序
の
成
立
と
変
容
l

」
(
註

(
日
)
書
所
収
初
出
一
九
九
八
)
、
同
氏
註
(
日
)
論
文
参
照
。

(ω)
ま
た
、
成
人
親
王
の
例
で
あ
る
が
、
醍
醐
朝
に
は
更
衣
腹
の
第

一
親
王
克
明
親
王
が
内
裏
昭
陽
舎
に
直
麗
を
賜
っ
て
い
る
。
当
時
、

后
腹
親
王
と
第
一
親
王
が
い
ろ
い
ろ
な
面
で
優
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
つ
い
て
は
今
江
広
道
「
律
令
時
代
に
お
け
る
親
王
・
内
親
王
の
叙

品
に
つ
い
て
」
(
『
書
陵
部
紀
要
』
二
二
二
一
九
八
二
、
岡
村
幸
子

「
皇
后
制
の
変
質
皇
嗣
決
定
と
関
連
し
て
l

」
(
『
古
代
文
化
」
四

八
l

九
一
九
九
六
)
。

(
初
)
山
下
氏
註

(
5
)
論
文
で
は
、
八
、
九
世
紀
の
皇
太
子
を
「
次

代
の
主
権
者
た
る
べ
き
も
の
と
し
て
内
裏
に
対
峠
す
る
東
宮
に
侍
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し
」
た
と
評
価
し
、
律
令
制
か
ら
摂
関
制
へ
変
動
す
る
中
で
幼
少
の

皇
太
子
が
続
き
、
十
世
紀
に
は
皇
太
子
を
東
宮
に
諾
住
さ
せ
る
必
要

が
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
塁
内
裏
持
を

中
心
に
十
世
紀
以
降
の
皇
太
子
居
所
の
検
討
を
行
っ
た
中
町
美
香
子

氏
は
、
内
裏
内
と
い
う
以
内
耐
意
識
の
高
ま
り
ゃ
特
権
化
に
も
理
由
を

求
め
て
お
ら
れ
る
(
「
平
安
時
代
の
皇
太
子
所
在
と
宮
都
」
(
『
史
林
」

八
五
i

四

二

0
0
二))。

〈
れ
〉
吋
九
勝
同
天
…
撚
問
年
七
月
十
一
日
条
。

(
万
)
『
貞
信
公
記
」
延
長
四
年
七
月
十
日
条
。

(
た
)
「
貞
信
公
記
』
延
長
五
年
八
月
二
十
三
日
条
の
「
岳
官
公
主
有

二
御
対
商
事

ι
と
い
う
記
事
は
、
儀
式
と
し
て
の
対
面
儀
が
行
な

わ
れ
た
も
の
と
解
す
る
。
康
子
内
親
王
は
こ
の
と
き
九
歳
で
あ
っ
た
。

(
九
)
註
(
日
)
各
論
文
な
ど
の

(
花
)
克
明
は
立
太
子
関
係
の
神
事
を
一
行
な
う
た
め
延
長
一
一
一
年
十
一
月

四
日
か
ら
八
日
ま
で
凝
華
舎
に
遷
御
、
間
十
二
月
二
十
一
日
の
東
宮

櫛
仏
名
や
(
以
上
、
「
貞
信
公
記
」
)
、
同
八
年
二
丹
十
七
日
の
樽
註

孝
経
読
書
蛤
の
儀
式
も
凝
華
舎
で
行
な
わ
れ
て
い
る
(
「
日
本
紀

略
」
)
。
人
々
の
認
識
と
し
て
も
凝
華
舎
が
皇
太
子
曹
司
で
あ
っ
た
こ

と
は
「
九
麿
」
天
潜
四
年
七
月
十
一
日
条
。

(
花
)
鈴
木
氏
註
(
立
)
論
文
、
「
平
安
宮
仁
寿
殿
の
復
元
」
(
註
(
ロ
)

書
所
収
)
。

(η)

吋
新
儀
式
」
第
四
臨
時
上
・
天
皇
賀
大
后
御
算
事
。
こ
の
項
は

基
本
的
に
最
も
近
い
例
で
あ
る
穏
子
鶴
賀
を
も
と
に
し
て
お
り
、
実

際
、
嵩
注
に
引
く
の
は
柔
平
四
年
の
穏
子
五
十
賀
の
例
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。

(
刊
の
)
芸
-
朝
世
紀
い
天
藤
五
年
六
月
十
日
条
。
な
お
、
殺
締
殿
に

近
い
も
う
一
つ
の
殿
舎
で
あ
る
昭
陽
舎
に
は
女
御
菱
子
(
穏
子
の
甥

実
頼
女
)
が
い
た
(
「
吏
部
玉
記
」
天
慶
四
年
一
一
月
二
十
二
日
条
)
。

女
御
熊
子
女
王
(
保
明
親
王
女
)
府
所
は
不
明
だ
が
、
あ
る
い
は
総

子
が
出
た
後
の
麗
景
殿
で
あ
ろ
う
か
。
穏
子
は
孫
で
あ
る
熊
子
女
王

が
入
内
し
て
き
た
た
め
に
麗
景
震
か
ら
承
香
殿
に
還
御
し
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

(
乃
)
婚
儀
の
み
で
な
く
、
親
王
妃
安
子
は
内
裏
に
住
ん
だ
よ
う
で
あ

る
。
室
接
明
示
す
る
史
料
は
見
出
せ
な
か
っ
た
が
、
「
栄
華
物
語
」

巻
一
に
よ
る
と
為
一
千
親
王
妃
の
源
高
明
女
が
内
裏
に
住
ん
だ
と
見
ら

れ
、
為
平
と
高
明
女
の
婚
儀
は
成
明
と
安
子
を
先
制
問
と
し
て
い
る
こ

と
が
「
村
上
天
皇
議
記
」
康
保
一
一
年
八
月
二
十
七
日
条
に
み
え
る
か

ら
で
あ
る
。

(
お
)
「
吏
部
王
記
」
天
慶
六
年
正
月
十
六
日
条
。

(
山
由
)
「
即
位
器
類
記
」
天
慶
九
年
四
月
二
十
二
日
条
、
吋
九
暦
」
天
康

七
年
九
月
十
四
日
条
(
「
着
一
一
藤
壷
一
、
定
二
宮
所
充
事
一
。
」
こ
の

「
宮
」
は
東
宮
と
解
す
る
)
に
よ
れ
ば
飛
香
舎
に
も
い
た
ら
し
い
。

(
∞
似
)
吋
吏
部
主
記
」
天
慶
五
年
正
月
十
四
日
条
。

(
お
)
「
貞
信
公
記
』
天
慶
九
年
五
月
十
九
日
条
、
『
九
暦
」
天
暦
留
年

六
月
二
十
六
日
条
。

(ω
例

)

設

〈

m
w
)

拳
熊
。

(
お
)
『
九
暦
」
「
東
宮
大
饗
」
天
暦
七
年
正
月
二
日
条
。
お
そ
ら
く
同

六
年
十
一
月
二
十
八
日
の
昌
子
内
親
王
著
袴
以
詰
で
あ
ろ
う
。
註
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(
釘
)
参
照
。

(
部
)
「
村
上
天
皇
御
記
』
天
暦
八
年
十
二
月
十
九
日
条
、
「
西
宮
記
』

巻
十
三
御
八
講
な
ど
。

(
釘
)
ほ
か
に
弘
徽
殿
が
利
用
さ
れ
た
例
も
あ
る
。
村
上
朝
天
暦
六
年

十
一
月
二
十
八
日
に
天
皇
臨
御
の
も
と
、
故
朱
雀
の
皇
女
昌
子
内
親

王
(
穏
子
孫
)
の
著
袴
が
内
裏
弘
徽
殿
で
行
な
わ
れ
た
(
「
吏
部
王

記」)。

(
∞
∞
)
『
吏
部
王
記
』
承
平
元
年
四
月
二
十
六
日
条
、
『
貞
信
公
記
』
天

慶
二
年
三
月
九
日
、
十
日
条
。

(
的
)
『
西
宮
記
』
巻
二
十
六
日
女
踏
歌
、
『
貞
信
公
記
』
承
平
二
年

八
月
二
十
八
日
条
。

(
卯
)
註
(
日
)
角
田
氏
論
文
、
藤
木
氏
論
文
、
服
藤
氏
註

(
6
)
第

一
論
文
。
以
下
、
こ
の
項
に
お
け
る
各
氏
の
説
お
よ
び
例
は
こ
れ
ら

の
論
文
に
よ
る
。

(
引
)
瀧
浪
貞
子
「
議
所
と
陣
座
l

杖
議
の
成
立
過
程
」
(
『
日
本
古

代
宮
廷
社
会
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
一
九
九
一
初
出
一
九
八

七
)
、
岡
村
幸
子
氏
註
(
お
)
論
文
。
な
お
、
吉
川
真
司
氏
は
註

(
担
)
論
文
で
、
忠
平
の
凝
華
舎
使
用
、
伊
予
の
淑
景
舎
使
用
を
挙

げ
な
が
ら
も
、
彼
ら
は
職
御
曹
司
な
ど
内
裏
外
曹
司
も
用
い
た
た
め

に
、
兼
家
の
時
代
に
摂
関
の
執
務
空
間
が
内
裏
直
庫
に
固
定
し
「
天

皇
と
の
直
接
的
結
合
の
深
化
」
が
な
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
忠
平
が
後
宮
直
庫
初
例
を
聞
き
除
目
な
ど
の
天
皇
権
を
代
行

し
た
こ
と
は
や
は
り
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
兼
家
時
と
深
浅
の
度
合

い
の
差
は
あ
れ
、
忠
平
の
時
に
母
后
と
天
皇
と
摂
関
の
「
直
接
的
結

合
の
深
化
」
が
な
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

(
幻
)
承
平
二
年
八
月
二
十
九
日
条
、
天
慶
元
年
十
二
月
十
三
日
条
、

同
二
年
正
月
六
日
条
な
ど
(
『
貞
信
公
記
』
)
。

(
幻
)
穏
子
と
忠
平
が
緊
密
に
連
絡
を
と
り
あ
っ
て
い
た
こ
と
は
「
貞

信
公
記
』
に
穏
子
が
頻
出
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た

承
平
元
年
正
月
二
十
八
日
条
で
臨
時
交
易
絹
の
未
進
な
ど
の
勘
事
に

つ
い
て
の
宣
旨
を
、
病
気
で
参
内
で
き
な
い
忠
平
に
中
宮
大
夫
が
伝

え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
藤
木
氏
は
十
歳
の
幼
帝
で
は
な
く
穏
子

の
指
示
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
同
じ
も
し
く
は
隣
接
す
る

よ
う
な
場
に
互
い
が
い
れ
ば
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
も
よ
り
簡
便
で

あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

(
似
)
『
九
暦
』
天
暦
四
年
七
月
十
一
日
条
。

(
侃
)
「
西
宮
記
」
巻
八
。
「
九
暦
』
天
暦
五
年
十
月
二
十
六
日
条
に
よ

れ
ば
、
桂
芳
坊
で
行
わ
れ
た
魚
昧
始
の
と
き
も
安
子
は
天
皇
乳
母
と

共
に
参
来
し
、
即
日
還
御
し
た
よ
う
で
あ
る
。

(
%
)
「
日
本
紀
略
』
康
保
元
年
二
月
五
日
条
、
「
栄
華
物
語
』
巻
一
、

「
大
鏡
』
第
三
巻
。

(
貯
)
内
親
王
の
内
裏
在
住
に
つ
い
て
は
天
皇
准
母
制
と
の
関
連
で
山

田
彩
起
子
氏
が
「
天
皇
准
母
内
親
王
に
関
す
る
一
考
察
ー
そ
の
由
来

と
下
限
を
巡
っ
て
|
」
(
『
日
本
史
研
究
」
四
九
一
二

O
O
三
)
の

中
で
触
れ
て
お
ら
れ
る
。
た
だ
院
政
期
以
降
に
お
け
る
前
代
へ
の
認

識
は
と
も
か
く
、
十
世
紀
に
お
け
る
内
親
王
の
内
裏
在
住
に
つ
い
て

は
、
不
在
母
后
の
代
理
と
し
て
の
側
面
よ
り
も
后
腹
(
及
び
天
皇
生

母
腹
)
親
王
の
内
裏
在
住
の
流
れ
の
中
で
と
ら
え
た
い
。
穏
子
以
前
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に
は
す
べ
て
の
皇
子
女
が
内
裏
に
住
め
な
か
っ
た
こ
と
、
逆
に
当
該

内
親
王
が
母
后
生
存
時
に
も
内
裏
に
柱
ん
で
い
る
こ
と
、
男
親
王

(
実
際
に
は
元
服
し
て
官
位
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
後
に
は
内
裏

在
住
は
叶
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
)
や
、
円
融
朝
に
お
け
る
資

子
・
選
子
の
よ
う
に
複
数
の
内
親
王
が
内
裏
に
い
た
例
が
見
え
る
か

ら
で
あ
る
。

(
認
)
「
村
上
天
皇
御
記
」
応
和
三
年
八
月
十
九
日
条
。

(
的
)
吋
…
代
要
記
い
い
よ
る
と
承
脊
殿
に
い
た
ら
し
い
。
ま
た
主
人

鏡
』
第
三
巻
に
は
内
裏
に
い
る
康
子
内
親
王
に
師
輔
が
関
係
を
も
ち
、

村
上
天
皇
が
不
快
に
思
っ
た
と
の
記
事
が
あ
る
。

(
搬
)
紹
陽
舎
や
飛
香
舎
を
尉
所
と
し
て
い
た
山
岩
本
紀
略
い
天
禄

三
年
三
月
二
十
五
日
条
、
『
親
信
卿
記
』
天
廷
元
年
六
月
十
六
日
条
、

「
栄
華
物
語
』
巻
二
な
ど
)
凸
ま
た
妻
話
不
在
の
二
度
目
の
内
裏
境
亡

時
に
は
米
泉
と
共
に
職
梅
曹
一
一
向
に
避
難
し
て
い
る
お
日
本
紀
略
」

天
元
三
年
十
一
月
一
一
十
二
日
条
)
。

(
m
m
)

「
親
信
郷
記
」
天
延
元
年
二
月
二
十
日
条
、
同
年
六
月
二
十
日

条
。
こ
れ
に
よ
る
と
前
者
は
選
子
の
参
入
と
称
し
て
耀
子
も
参
入

し
、
読
者
は
握
子
の
退
出
と
称
し
て
選
子
も
退
出
し
た
と
い
う
。
つ

ま
り
選
子
は
内
裏
居
住
の
権
利
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
著
裳
の

腰
結
を
兼
通
窪
の
昭
子
女
王
(
提
子
の
母
)
が
務
め
て
い
る
こ
と
か

ら
も
(
『
同
記
』
)
、
選
子
は
お
と
兼
通
一
家
と
親
し
く
、
お
そ
ら
く

兼
通
邸
を
里
第
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
成
)
『
小
右
記
」
寛
和
一
冗
年
正
月
五
自
条
。
こ
の
と
き
冷
泉
上
皇
の

女
御
超
子
襲
の
皇
子
達
が
内
裏
を
訪
れ
て
い
る
。
今
上
と
異
母
の
弟

妹
は
内
裏
に
は
住
め
ず
、
外
祖
父
兼
家
邸
に
あ
っ
た
。

(
m
M
〉
冷
泉
朝
や
円
一
鱗
朝
は
母
胎
不
在
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
皇
太
子

あ
る
い
は
一
親
王
と
し
て
、
生
存
し
て
い
た
「
母
后
」
を
紐
帯
に
内

裏
後
宮
に
お
い
て
外
戚
と
の
ミ
ウ
チ
意
識
を
醸
成
し
て
い
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

(
出
)
便
乗
す
る
娘
や
姉
妹
が
い
な
い
喪
政
で
あ
っ
た
円
融
朝
の
実
頼

は
後
宮
に
車
麗
が
持
て
ず
、
藤
原
氏
長
者
と
し
て
職
御
曹
司
を
稜
用

す
る
の
み
で
あ
ゆ
た
口
ま
た
後
宮
内
の
娘
の
経
所
を
父
が
直
臓
と
し

て
利
用
す
る
の
は
摂
政
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
(
岡
村
氏

註
(
認
)
論
文
)
。
た
だ
し
そ
れ
は
円
融
朝
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
た
と
え
蔽
臆
を
持
て
て
も
摂
政
で
は
な
い
か
ら
そ
こ
で
天
皇
権

を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
辻
言
う
ま
で
も
な
い
。

(
部
)
吉
川
兵
註
(
お
)
論
文
。

(
掛
)
西
野
氏
註

(
4
)
論
文
。

(
邸
)
並
木
兵
註
(
俗
)
論
文
。

(
w
m
)

光
孝
天
皇
は
所
生
子
す
べ
て
を
臣
籍
に
お
ろ
し
て
い
た
。
一
般

に
、
次
代
の
天
皇
は
基
経
孫
に
あ
た
る
清
粕
皇
子
貞
辰
親
王
に
し
よ

う
と
い
う
含
み
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
所
生
の
源
定
省
(
後
の

宇
多
)
ら
の
権
威
づ
け
に
つ
な
が
る
斑
子
女
王
の
立
貯
は
図
れ
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

(
部
)
た
だ
し
一
条
弱
に
お
い
て
は
、
母
后
詮
子
が
生
存
し
て
い
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
妻
話
の
定
子
、
あ
る
い
は
彰
子
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
持
期
は
車
内
裏
が
増
え
、
一
帝
二
后
並
立
な
ど
皇
后
制
が
再
び

変
質
の
と
き
を
迎
え
る
た
め
、
ま
た
却
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
実
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際
に
は
、
定
子
立
后
後
は
、
詮
子
は
要
所
要
所
で
参
内
は
す
る
が
恒

常
的
に
内
裏
に
住
ん
で
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
(
翌
年
出
家
し
て
お

り
頻
繁
に
神
事
が
行
な
わ
れ
る
内
裏
に
住
む
こ
と
は
現
実
的
に
難
し

い
で
あ
ろ
う
)
。
一
方
で
、
一
条
朝
・
三
条
朝
に
お
い
て
、
二
人
い

る
妻
后
が
同
時
に
内
裏
に
あ
る
例
は
管
見
の
限
り
で
は
見
出
せ
な
か

っ
た
。
例
え
ば
長
保
二
年
一
一
月
十
日
に
彰
子
が
内
裏
を
退
出
す
る
と

翌
日
定
子
が
内
裏
に
入
っ
て
い
る
し
、
長
和
二
年
正
月
に
折
子
が
内

裏
を
退
出
し
た
後
、
三
月
に
賊
子
が
内
裏
に
入
っ
て
い
る
。
た
だ
し

後
一
条
朝
は
母
后
と
妻
后
が
同
時
に
内
裏
に
定
住
し
て
お
り
、
ま
た

後
朱
雀
朝
に
は
一
一
人
の
妻
后
が
同
時
に
内
裏
に
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
段
階
的
な
后
位
の
変
化
が
見
出
せ
る
の
で
は

な
い
か
。
後
考
を
期
し
た
い
。

(
山
)
父
院
生
存
時
に
も
母
后
が
独
自
の
政
治
的
役
割
を
果
た
せ
た
こ

と
に
関
し
て
は
、
藤
原
兼
家
の
太
政
大
臣
任
命
が
「
母
后
(
詮
子
)

命
」
で
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
古
瀬
氏
の
指
摘
が
あ
る
(
註
(
貯
)

論
文
)
。
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〈
付
記
v
本
論
文
は
、
二

O
O
一
年
三
月
提
出
の
修
士
論
文
の
一
部

で
あ
り
、
同
月
に
第
一
二
十
六
回
三
田
古
代
史
研
究
会
に
て
要
旨
を
口

頭
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
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女
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大
学
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朝

桓武

平城

l嵯峨

t享平日

f二明

文徳

清和前半

清和後半

陽成

光孝

宇多

醍醐前半

醍醐後半

朱雀

村上

冷泉

円融

花山

表 I 歴代居所対照表

天皇 妻后 母后 父上皇 皇太子

仁美子殿 × × × 東宮

東宮 × × × 東宮以外

→仁寿殿

仁寿殿 常寧殿 × × ①②東東宮宮以外

仁寿殿 常寧殿 X × 東宮

清涼殿 × 冷然院 冷然院 ①東宮
→l嵯峨院 →嵯峨院 ②東宮

→冷然院 → X 

東宮 × 東五条宮 × 東宮
→冷然院

→→東冷然五院条宮
→冷然院

東宮 X 東宮北殿 × × 

仁寿殿 × 東宮 × 東宮

→→染常寧殿殿

仁寿殿 × 常寧殿 染殿(清和院)× 

i清綾涼締殿殿など
など

仁寿殿 × × × × 

→東宮清涼殿
× 東宮北殿ヵ × 

→常寧殿 東宮

清涼殿 × 《養母后》 洞院 ①東宮
東五条宮 →朱雀院

→朱雀院 亭子院
→東七条官 河原院
→× 仁和寺など

清涼殿 弘徽殿 × 同上 I②@織梅御壷曹司

藤査 × 弘徽殿 × 梅壷

|綾常寧締殿殿など 藤承壷香殿など
藤査など

綾締殿 (梨壷→)朱雀院 X 桂芳坊
→清涼殿 藤査 二条院 →梅壷
【冷泉院1→弘徽殿 →弘徽殿 →襲芳舎

→× 梨 牽
→× 

麗→清景殿涼澱
(内裏) × × 

梨→藤壷壷

清涼殿 ①麗景殿 X × 梅壷
【堀河院 ②弘徽殿 →梨壷
-四条院】 →【閑院】

清涼殿 × × 冷泉院 梅壷

*主要人物の主な居所を表すものとする
キ f妻后J~ r皇太子j の×は不在または死亡を表す

* r妻后J r皇太子j の①②は立てられた順番を表す

后所生子 その他

大<<皇内太裏子→①平父城上宮皇》

{妻}冷然院ヵ !冷《皐然太院子父上皇母后》

《皇太子①父上皇母后》
淳平日院

《祖母后》

東宮→東五条宮

{母}

斎→院染殿

《祖母后》

染殿

二《陽条成院・な母ど后》

弘《皇徽太殿子養母女御》

《祖母后》

洞院

{妻}同殿

{母}同殿 《祖父上皇》
仁和寺など

{母(崩後もヵ) } 《兄上臭》
承香殿ヵ 朱雀院・二条院
{妻(崩後も) } 

弘徽殿など

{母(崩後) } 

不明

{母(崩後) } 《皇太子ー父上皇》

梨壷 冷泉院・朱雀院
藤壷など 《上皇妻后》三条宮

上《皇皇太1こ子同A母じ女ヵ御》

{母(崩後) } 《皇太子父上皇》
藤章 堀河院→円融院

<(J:皇妻后》
堀河院→四条宮
《皇太子母女御》
東三工条院

* r后所生子j の{妻}は妻后所生子、 {母}は母后所生子を表す

お茶の水史学 48号 84 



表 H 穏子及び所生子居所対照表

今: 月 ~l 出来事 穏子 朱雀{寛明) 村上(成砂j) 機子 その他 主な出典

延長元 41 26 穏手立后 東五条第 御政
41 ~9 慶頼¥'r.太子
71 24 寛明誕生 東五条第 東Ji.条第 童書

91 5 →:主殿寮 略
111 21 ーサム徽殿 略筒

延長2 8123 寛砂j御魚絞始 弘徽猿 弘徽殿 貞

延長3 61 19 慶頼皇太子発
81 29 寛明'i袴 刺激殿 貞j1!i
i合 21寛号~立太子 弘徽猿 援

(潟:11片岡殿仰)
111 4 一台梅壷 貞
111 8 →弘徽澱 実
111 15 →梅壷 貞
111 17 →gJ，徽殿 貞

湾1221 梅若量ヵ 貞

延長4 21 19 F ゆ藤壷 →6審査 貞
41 16 →経芳坊 →綻芳坊 略費量
詰 2成税務生 経芳坊
71 10 →弘徽殿 →弘徽殿 →弘徽殿 →弘徽殿 貞
81 14 東宮修法 (常寧殿) 貞
813合 ヲよ徽澱

延長5 81 23 康子初対面 (f青猟殿) 貞j1!i

延長6 81 9 東寝室相撲 弘徽殿方 弘徽殿ヵ 扶::E和
万事官

延長7 11 14 男踏歌 弘徽殿 梅緩ヵ 吏

延長s 21 17 東宮統書始 軽量塗 路 湾
61 26 清涼殿落雷 く醍醗〉清涼殿 路
71 2 〈醍醐〉吋常寧殿 略
81 13 →宣耀殿 →宣耀殿 絡
宮 21 →常寧殿 路

91 22 醍醐綴位 Iま耀殿 〈醍醐〉叶麗景殿 略扶
朱j撃践蘇 →弘徽毅 →弘徽量生 践語字

91 27 〈醍醐〉吋右大将欝司 略
91 29 醍醐崩御
111 21 朱f議員Pi立

承ヰ工冗 閏527 臨時御読経 弘徽殿ヵ 弘徽殿ヵ 貞
71 19 宇多崩御
111 28 穏子皇太后

承平2 11 22 内宴 弘徽殿 貞
21 22 成明読書始 梅量買 路
6120 →藤牽 →藤愛ヵ →藤幾ヵ 絡
61 22 藤滋 藤義 藤豪 貞
121 14 |賀茂臨時祭 弘徽殿ヵ 貞

承ヰL3 41 17 藤:n;~ 藤滋 書喜

81 27 康子著裳 (賞理事殿) 略
承ヰ2:4

1 1874li|穏後内子纂論3議2 
t豪遊 西

31 2 十賀 (常寧重量} 書書 官耳
31 2 (常寧殿) 西
121 9 穏子五十賀 (常寧殿) 路

承ヰ2:5 61 17 臨時御読経 露事鐙 本戦
12 2 成明統書寛~ 悔王長 略

承ヰ1:6 11 5 話事愛→常軍事揮監 賂

承lf.7 11 4 天皇!!::5'G廠
11 14 内論義 吏
81 19 童粉撲 聖書

11 23 内宴 常時互殿 九
71 9 綾締殿修理 本物
81 6 大地幾 常盟事毅 本朝
81 27 →接続殿 →綾続殿 本戦貞
10 刺殺殿→隠景殿 綾締殿ヵ 貞
11 3 本朝
II 告 緩締殿 本事詩
11 20 →J忠.ijl第 本朝

まもなく内裏ヵ

天療2 I1 14 内論緩 事費締澱 吏

85 母貯の内裏居住と王権



天慶3 21 15 成明克服 麗景殿 綾締殿 ((綾藤締登殿)) 
吏商

41 19 成明安子婚儀 〈安子>(藤壷) 略

天慶4 21 22 慶子入内 〈慶子〉梨壷 吏
81 5 成明文選寛宴 承香殿 本朝

天慶5 11 14 麗景殿 吏
61 20 承香殿 本朝
61 21 走馬奉納 綾締殿 本朝
10 27 菊宴於承 承香殿ヵ 略

天慶6 11 16 女踏歌 承香殿 吏
11 24 内宴 略
51 29 吏

天慶7 41 22 成明立太子 →梅壷 略
91 14 綾締殿 藤壷ヵ 九

間12 2東宮荷前 梅壷 九
天慶8 51 9 中宮修法 (承香殿) 貞

天慶9 41 20 朱省議{立 →綾締殿 梅資ヵ 略九
村上践詐 →弘徽殿 承香殿ヵ 践詐西

41 22 →綾締殿 践詐西
41 26 穏子太皇太后
41 28 村上即位
51 19 弘徽殿ヵ 貞
71 9 弘徽殿 貞
71 10 →主殿寮 →主殿寮 略貞

→朱雀院 →朱雀院
81 17 行幸 朱雀院 朱雀院 貞
10 〈安子〉梨壷 大嘗

天暦)c 11 2 院拝礼・中宮大饗 朱雀雀院 朱雀院 略
11 4 朝親行幸 朱院 朱雀院 略貞
31 9 行幸 朱雀院 朱雀院 略貞
31 15 行幸 (朱雀院)
41 15 行幸 朱雀院 略
111 28 行幸 (朱雀院) 略
121 14 穏子行啓 (内裏へ) (内裏へ) 略

天暦2 11 2 中宮大饗 朱雀院 略
11 3 朝銀行幸 朱雀院 朱雀院 略
31 9 行幸 朱雀院 朱雀院 略
81 17 行幸 (朱雀院) 略
81 19 〈安子〉藤壷ヵ 九
81 22 →二条院 →二条院 略
101 9 行幸 一条院 略

天暦3 1 5朝銀行幸 一条院 略
31 9 行幸 (二条院) 略
91 6 行幸 二条院 略
101 26 行幸 →(朱二条雀院院) 略
111 26 →朱雀院 略

天暦4 71 23 策平立太子
101 15 朱雀院火事 →二条院 →二条院 国太暦
10122 〈憲平〉→桂芳坊 略西

天暦5 11 5 朝親行幸 一条院 遊
11 13 fT(朝幸観)行幸 二条院条院)

二条院 遊
21 13 西

天暦6 11 3 朝銀行幸 一条院 遊
41 15 →仁和寺 寺雑
81 15 朱雀崩御
81 20 →主殿寮 類符

11カ →弘徽殿 九

天暦 7 11 3 
→弘徽昭殿陽舎

近。
天暦8 11 4 穏子崩御 梨輩 村 西扶

11 7 (→二条院) 村
41 23 〈王監平〉→梅壷 略

天暦9 11 4 法華御八講 (於弘徽殿) 西扶
天暦10 121 4 承香殿へ 要記。 ワ 藤章より退出 中外抄

凡例:要記=11'一代要記』 御産=11'御産部類記』 九=11'九暦』 玉和=11'玉葉和歌集』 遊=11'御遊抄』
近=11'近衛家文書』 西=11'西宮記』 践詐=11'践梓部類抄』 寺雑=11'醍醐寺雑事記』 醍=11'醍醐天皇御記』
大嘗=11'大嘗会御撲部類記』 貞=11'貞信公記』 略=11'日本紀略』 扶=11'扶桑略記』 本朝=11'本朝世紀』
万和=11'万代和歌集』 村=11'村上天皇御記』 吏=11'吏部王記』 類符ニ『類衆符宣抄』
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